
悔

過

と

仏

像

は

じ

め

に

周
知
の
通
り
、「
悔
過
」
と
は
、
自
身
の
罪
過
を
懺
悔
し
、
そ
の
こ
と
を
通
し

て
所
願
の
成
就
を
願
う
儀
礼
で
あ
る
。
こ
の
儀
礼
に
対
す
る
研
究
は
、
主
な
分

野
で
も
、
仏
教
史
、
芸
能
史
、
建
築
史
、
歴
史
学
か
ら
多
く
の
蓄
積
が
あ（
１
）
り
、

ま
た
美
術
史
に
お
い
て
も
中
野
玄
三
氏
に
よ
る
先
駆
的
な
研（
２
）
究
が
あ
る
。
本
稿

は
、
こ
れ
ら
「
悔
過
」
研
究
の
豊
か
な
成
果
を
踏
ま
え
な
が
ら
、
美
術
史
の
立

場
か
ら
あ
ら
た
め
て
考
察
を
加
え
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、

考
察
の
対
象
と
な
る
の
は
、
こ
の
儀
礼
に
お
け
る
「
像
」
の
役
割
に
つ
い
て
で

あ
る
。
ど
の
よ
う
な
像
が
、
ど
の
よ
う
な
機
能
を
担
っ
た
の
か
。

上
代
に
か
つ
て
存
在
し
た
で
あ
ろ
う
仏
教
美
術
の
う
ち
、
例
え
ば
絵
画
の
現

存
作
例
は
ほ
と
ん
ど
皆
無
に
等
し
い
。
そ
の
一
方
で
仏
像
に
は
一
定
の
現
存
例

が
あ
る
。
後
に
述
べ
る
よ
う
に
、「
悔
過
」
は
「
像
」
と
深
く
結
び
つ
い
た
儀
礼

で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、「
悔
過
」
と
は
何
で
あ
っ
た
の
か
と
い
う
こ
と
を
考
究

す
る
上
で
、
仏
像
へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
は
必
須
の
課
題
で
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
。

美
術
史
が
こ
の
テ
ー
マ
を
取
り
上
げ
る
大
き
な
意
義
は
こ
こ
に
あ
る
。
加
え
て
、

こ
の
テ
ー
マ
は
、
上
代
美
術
の
意
味
を
考
え
る
上
で
根
幹
を
な
す
観
点
で
あ
ろ

う
と
予
測
し
て
い
る
。
こ
の
課
題
の
重
要
性
を
正
し
く
認
識
し
な
が
ら
、
以
下

の
議
論
を
進
め
た（
３
）
い
。

一
、
悔
過
と
は
何
か

（
一
）
悔
過
の
展
開
（
研
究
史
か
ら
）

す
で
に
佐
藤
道
子
氏
は
、
悔
過
儀
礼
が
七
世
紀
、
八
世
紀
、
九
世
紀
に
お
い

て
そ
の
内
実
を
変
容
さ
せ
る
過
程
を
跡
づ
け（
４
）
た
。
悔
過
会
の
前
史
、
成
立
、
展

開
と
し
て
語
ら
れ
る
そ
の
過
程
は
、
そ
の
目
的
が
「
懺
悔
」
か
ら
「
祈
願
」
へ

の
変
容
と
し
て
説
明
さ
れ
る
。

佐
藤
氏
は
、
ま
ず
七
世
紀
初
期
の
「
悔
過
」
が
願
望
成
就
の
直
接
的
手
段
と

し
て
認
識
さ
れ
て
い
た
の
で
は
な
く
、
そ
の
前
提
条
件
で
は
あ
る
も
の
の
法
会

の
本
質
を
付
託
さ
れ
た
重
要
要
素
だ
っ
た
と
す
る
。
つ
ま
り
、
法
会
に
た
ず
さ

わ
る
者
の
身
心
の
清
浄
性
を
も
た
ら
す
行
為
と
い
う
位
置
づ
け
で
あ
る
。「
悔

過
」
の
意
味
を
、「
懺
悔
」
と
い
う
仏
教
の
、
あ
る
い
は
宗
教
一
般
の
根
本
的
行

為
と
し
て
捉
え
る
こ
の
見
方
は
、
以
後
の
「
悔
過
」
解
釈
の
基
本
と
す
べ
き
も

の
だ
ろ
う
。

そ
し
て
佐
藤
氏
は
、
八
世
紀
半
ば
に
尊
別
に
分
化
し
た
悔
過
が
登
場
す
る
段

階
に
至
り
、
称
名
礼
拝
と
い
う
作
法
が
加
え
ら
れ
、
懺
悔
色
が
よ
り
際
立
ち
、

願
望
達
成
の
手
段
と
い
う
意
義
が
よ
り
明
確
化
し
た
悔
過
会
と
し
て
成
立
し
た

長

岡

龍

作
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と
指
摘
し
て
い
る
。
氏
の
提
示
す
る
称
名
悔
過
の
構
造
と
は
、「
法
会
参
加
者

が
、
身
心
の
清
浄
性
を
保
ち
、
称
名
礼
拝
の
苦
行
を
重
ね
る
功
徳
に
よ
っ
て
、

本
尊
の
威
力
の
顕
現
を
願
い
、
災
禍
を
払
い
福
徳
を
招
く
」
と
い
う
も
の
で
あ

る
。
美
術
史
の
立
場
か
ら
悔
過
を
考
え
る
上
で
、
像
と
直
接
結
び
つ
く
こ
の

「
称
名
悔
過
」
こ
そ
が
と
り
あ
げ
る
べ
き
対
象
と
い
え
よ
う
。

さ
ら
に
佐
藤
氏
は
、
悔
過
会
は
、
九
世
紀
に
入
る
と
「
悔
過
」
と
「
読
経
」

の
併
修
形
態
を
と
る
よ
う
に
な
り
、
例
え
ば
般
若
経
典
の
転
読
を
伴
う
こ
と
で

「
祈
願
成
就
を
よ
り
直
裁
に
打
ち
出
す
方
式
に
転
換
し
た
」
と
し
た
。
こ
の
読

経
悔
過
型
の
法
要
に
つ
い
て
は
、
山
岸
常
人
氏
も
詳
論
さ
れ
、
こ
の
型
か
ら
経

典
転
読
型
法
要
が
分
離
し
て
ゆ
く
過
程
を
認
め
、
そ
の
理
由
を
「
罪
過
発
露
に

よ
る
懺
悔
に
よ
っ
て
罪
過
消
除
を
祈
る
内
省
的
・
間
接
的
な
法
要
よ
り
も
、
直

接
現
世
利
益
と
結
び
つ
く
経
典
転
読
が
安
易
な
方
法
と
し
て
注
目
さ
れ
た
た

め
」
と
捉
え（
５
）
た
。

こ
の
よ
う
に
悔
過
は
、「
懺
悔
」
と
「
祈
願
」
と
い
う
内
容
を
う
ち
に
含
む
も

の
と
い
え
る
。
し
か
し
な
が
ら
、「
悔
過
」
と
い
う
語
が
本
来
意
味
す
る
の
は
、

「
罪
過
を
発
露
懺
悔
し
て
、
罪
報
を
免
れ
ん
事
を
求
め
た
も
（
６
）
の
」
で
あ
り
、
無

論
の
こ
と
「
懺
悔
」
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、「
悔
過
」
に
「
祈
願
」
的
な
内
容

が
含
ま
れ
る
と
い
っ
て
も
、
佐
藤
氏
が
跡
づ
け
た
と
お
り
、「
悔
過
」
が
悔
過
会

と
し
て
整
備
さ
れ
、
そ
の
語
義
が
拡
大
し
た
結
果
で
あ
る
と
い
え
る
。
本
稿
で

は
特
に
美
術
史
の
立
場
か
ら
、
佐
藤
氏
の
い
う
「
称
名
悔
過
」
ま
で
を
悔
過
の

範
囲
と
し
て
考
察
を
加
え
た
い
。
そ
し
て
、
こ
の
範
囲
の
「
悔
過
」
に
お
い
て
、

「
懺
悔
」
と
「
祈
願
」
の
意
味
の
軽
重
を
ど
の
よ
う
に
評
価
す
る
か
と
い
う
こ

と
に
関
心
を
寄
せ
た
い
。
そ
の
こ
と
は
、
そ
こ
に
祀
ら
れ
る
仏
像
の
意
味
を
ど

う
捉
え
る
か
と
い
う
こ
と
と
直
結
す
る
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
点

に
つ
い
て
は
仏
像
の
役
割
を
論
じ
る
こ
と
を
通
し
て
あ
ら
た
め
て
触
れ
る
こ
と

に
な
ろ
う
。

（
二
）「
悔
過
」
の
意
味

「
悔
過
」
と
は
そ
も
そ
も
ど
の
よ
う
な
も
の
だ
っ
た
の
か
を
確
認
す
る
た
め

に
、
ま
ず
、
そ
の
初
期
的
な
事
例
を
、
佐
藤
氏
の
論（
７
）
考
を
参
考
に
振
り
返
り
た

い
。『

日
本
書
紀
』
皇
極
天
皇
元
年
（
六
四
二
）
七
月
に
は
、
同
書
に
登
場
す
る
最

初
の
「
悔
過
」
の
事
例
が
あ（
８
）
る
。
こ
の
記
事
が
伝
え
る
経
緯
は
、
次
の
よ
う
な

も
の
で
あ
る
。

皇
極
天
皇
元
年
（
六
四
二
）
は
六
月
以
来
旱
魃
が
続
い
て
い
た
。
す
で
に
殺
牛

祭
、
移
市
、
河
伯
へ
の
祈
祷
な
ど
が
お
こ
な
れ
た
が
効
果
が
な
か
っ
た
。
そ
こ

で
蘇
我
蝦
夷
が
、
寺
々
に
お
い
て
大
乗
経
典
を
転
読
し
、
仏
の
説
く
と
こ
ろ
の

よ
う
に
「
悔
過
」
し
て
雨
を
祈
る
と
い
う
こ
と
を
発
議
し
た
。
こ
れ
を
受
け
、

（
百
済
）
大
寺
の
南
庭
に
お
い
て
、「
仏
菩
�
像
」
と
「
四
天
王
像
」
を
厳
飾
し
、

衆
僧
を
屈
請
し
て
大
雲
経
等
を
読
ま
せ
た
。
こ
の
と
き
、
蝦
夷
は
手
に
香
炉
を

執
り
、
焼
香
し
て
発
願
し
た
。
翌
日
、
微
雨
が
あ
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ

れ
以
上
の
効
験
は
な
く
、
そ
の
翌
日
に
は
読
経
は
停
止
さ
れ
た
。

こ
の
事
例
は
祈
雨
を
目
的
と
し
て
い
る
が
、
そ
の
た
め
に
お
こ
な
わ
れ
る
べ

き
こ
と
が
「
大
乗
経
典
」
の
転
読
と
「
悔
過
」
で
あ
っ
た
。
佐
藤
氏
は
、
こ
の

「
悔
過
」
の
根
拠
を
提
供
し
て
い
る
の
が
「
大
雲
経
」
の
内
容
そ
の
も
の
で
あ

る
こ
と
を
指
摘
し
て
い（
９
）
る
。「
大
雲
経
」
の
同
本
異
訳
経
典
の
う
ち
の
一
つ
で
あ

る
『
大
雲
輪
請
雨（
１０
）
経
』
に
よ
れ
ば
、
請
雨
に
あ
た
り
、
僧
に
は
「
須
戒
行
本
来

清
浄
」
が
、
俗
に
は
「
須
受
八
関
斎
戒
」
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
こ
に
お
い

て
俗
人
に
求
め
ら
れ
て
い
る
「
八
関
斎
戒
」
は
八
斎
戒
に
相
当
す
る
。
八
斎
戒

と
は
、
周
知
の
通
り
、
在
家
者
が
受
持
す
べ
き
八
種
の
戒
を
い
う
。
大
雲
経
典
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は
ま
た
、
犯
過
が
あ
っ
た
場
合
の
懺
悔
も
求
め
て
い
る
。
つ
ま
り
、
法
会
の
主

催
者
に
は
心
身
清
浄
の
条
件
が
必
須
だ
っ
た
。
大
雲
経
転
読
と
い
う
法
会
は
、

そ
の
前
提
が
あ
っ
て
始
め
て
可
能
と
な
る
と
い
う
状
況
が
こ
こ
か
ら
は
窺
え
る
。

つ
ま
り
、
こ
の
段
階
に
お
い
て
「
悔
過
」
は
あ
き
ら
か
に
「
懺
悔
」
と
同
義
で

あ
る
。二

、
悔
過
の
仏
像

そ
の
一

（
一
）「
悔
過
の
仏
像
」
の
ふ
た
つ
の
カ
テ
ゴ
リ
ー

で
は
、
仏
像
は
、
そ
の
よ
う
な
法
会
の
中
で
ど
の
よ
う
な
役
割
を
果
た
し
た

の
だ
ろ
う
か
。

こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
、
こ
の
法
会
の
場
に
置
か
れ
た
仏
像
の
構
成
で
あ

る
。
従
来
、
こ
の
構
成
に
十
分
な
注
意
が
払
わ
れ
て
き
た
と
は
思
え
な
い
が
、

こ
こ
に
描
か
れ
た
光
景
は
、
悔
過
に
お
け
る
仏
像
の
あ
り
よ
う
を
考
え
る
上
で

き
わ
め
て
重
要
な
意
味
を
持
っ
て
い
る
と
私
考
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、
こ
こ
に

「
仏
菩
�
像
」
と
「
四
天
王
像
」
が
併
記
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
一
体

何
を
意
味
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

尊
名
が
記
さ
れ
ず
匿
名
の
ま
ま
の
「
仏
菩
�
像
」
と
尊
名
が
明
記
さ
れ
る

「
四
天
王
像
」。
こ
こ
か
ら
、
ま
ず
「
仏
菩
�
像
」
は
尊
名
が
特
定
さ
れ
ず
と
も

ひ
と
つ
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
形
成
す
る
の
に
対
し
、「
四
天
王
像
」
は
そ
れ
が
そ
の

ま
ま
ひ
と
つ
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
と
な
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
法
会
の
場
に
は
、

こ
の
二
種
類
の
像
が
異
な
る
カ
テ
ゴ
リ
ー
と
し
て
存
在
し
、
特
に
「
四
天
王

像
」
が
こ
の
法
会
に
は
不
可
欠
だ
っ
た
状
況
が
浮
か
び
上
が
る
。「
四
天
王
像
」

と
名
指
し
さ
れ
て
い
る
か
ら
だ
。

こ
の
法
会
は
、
大
雲
経
を
転
読
す
る
こ
と
を
通
し
て
祈
雨
を
願
う
こ
と
が
目

的
で
あ
る
。
蝦
夷
が
香
炉
を
執
り
、
焼
香
し
な
が
ら
発
願
し
た
内
容
は
祈
雨
で

あ
っ
た
は
ず
だ
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
そ
の
願
い
は
こ
の
儀
礼
の
本
尊
と
目
さ
れ

る
「
仏
菩
�
像
」
に
対
し
て
捧
げ
ら
れ
た
と
見
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
で
は
、
四

天
王
像
の
役
割
は
何
か
。
論
者
は
、
そ
れ
が
「
悔
過
」
の
前
提
た
る
、
法
会
参

加
者
に
八
斎
戒
の
受
持
を
も
た
ら
す
こ
と
と
関
わ
っ
て
い
る
と
考
え
る
。
そ
の

こ
と
を
以
下
に
述
べ
よ
う
。

（
二
）
四
天
王
の
役
割

「
悔
過
」
で
は
、
僧
侶
に
お
い
て
は
「
戒
行
」
が
、
在
家
者
に
お
い
て
は
「
八

斎
戒
の
受
持
」
が
前
提
に
な
っ
て
い
る
。
そ
の
こ
と
は
、
上
記
し
た
「
大
雲
経
」

の
所
説
に
照
ら
し
て
も
明
ら
か
で
あ
る
。

論
者
は
別（
１１
）
稿
に
お
い
て
、
上
代
の
四
天
王
に
は
他
尊
に
は
代
替
で
き
な
い
役

割
が
あ
る
こ
と
を
論
じ
た
。
そ
の
ひ
と
つ
が
、
六
斎
日
に
お
け
る
「
観
察
」
で

あ
る
。
こ
の
観
点
は
以
下
の
議
論
に
必
須
な
の
で
、
こ
こ
に
概
略
を
示
す
。

『
仏
説
四
天
王
経
』（
宋
智
厳
・
宝
雲
共（
１２
）
訳
）
に
は
、
四
天
王
は
、
月
の
八
日

と
二
十
三
日
に
は
使
者
を
、
十
四
日
と
二
十
九
日
に
は
太
子
を
遣
わ
し
、
ま
た

十
五
日
と
三
十
日
に
は
自
ら
下
り
、
衆
生
の
三
宝
へ
の
帰
依
、
清
心
守
斎
、
貧

乏
へ
の
布
施
、
持
戒
忍
辱
、
父
母
へ
の
孝
順
な
ど
を
観
察
し
、
そ
の
結
果
を
帝

釈
天
に
報
告
す
る
こ
と
が
説
か
れ
て
い（
１３
）
る
。
こ
こ
に
示
さ
れ
た
日
付
は
「
六
斎

日
」
に
相
当
す
る
。「
六
斎
日
」
と
は
、
優
婆
塞
に
と
っ
て
は
八
斎
戒
を
受
持
す

べ
き
日
で
あ
り
、
特
に
そ
の
日
に
四
天
王
は
人
々
の
お
こ
な
い
を
観
察
す
る
の

で
あ
る
。
こ
の
こ
と
を
前
提
と
す
れ
ば
、
悔
過
の
前
提
と
な
る
八
斎
戒
の
受
持

は
、
四
天
王
に
よ
り
観
察
さ
れ
る
べ
き
も
の
だ
っ
た
こ
と
が
わ
か
ろ
う
。
大
雲

経
転
読
の
法
会
の
場
に
「
仏
菩
�
像
」
と
と
も
に
「
四
天
王
像
」
が
安
置
さ
れ

た
意
味
は
こ
の
点
か
ら
解
釈
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
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で
は
、
皇
極
天
皇
元
年
（
六
四
二
）
七
月
の
大
雲
経
転
読
の
場
に
設
え
ら
れ
た

四
天
王
像
は
ど
の
よ
う
な
も
の
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
の
姿
は
、
ほ
ぼ
同
時

期
の
制
作
と
考
え
ら
れ
る
法
隆
寺
四
天
王
像
の
存
在
か
ら
類
推
す
る
こ
と
が
で

き
る
。
周
知
の
通
り
こ
の
四
天
王
像
は
、
広
目
天
（
図
１
）
の
光
背
裏
に
あ
る

「
山
口
大
口
費
」
の
銘
が
『
日
本
書
紀
』
白
雉
元
年
（
六
五
〇
）
十
月
条
に
出
る

「
漢
山
口
直
大
口
」
と
同
一
人
と
見
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
七
世
紀
半
ば
と
い
う

お
お
よ
そ
の
制
作
期
が
知
ら
れ
る
こ
と
に
加
え
、
同
じ
く
広
目
天
の
光
背
裏
に

「
筆
」
と
い
う
針
書
き
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
当
初
か
ら
現
状
の
よ
う
に
広
目
天

が
筆
と
巻
子
を
持
つ
姿
だ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

四
天
王
の
「
観
察
」
と
い
う
役
割
を
象
徴
す
る
の
が
、
広
目
天
が
執
る
こ
の

「
筆
」
と
「
巻
子
」
と
い
う
持
物
だ
。
上
代
の
四
天
王
の
多
く
が
こ
の
持
物
を

執
る
広
目
天
像
を
含
む
理
由
に
つ
い
て
は
、
従
来
い
く
つ
か
の
解
釈
が
提
出
さ

れ
て
き
た（
１４
）
が
、
こ
の
持
物
の
意
味
は
明
ら
か
に
な
っ
て
い
な
い
。
論
者
は
、
こ

れ
を
四
天
王
に
与
え
ら
れ
た
役
割
を
表
象
す
る
も
の
と
し
て
捉
え
た
。
詳
細
は
、

別（
１５
）
稿
を
参
照
い
た
だ
き
た
い
が
、
上
記
の
通
り
、
四
天
王
は
人
々
の
お
こ
な
い

を
観
察
し
、
そ
れ
を
帝
釈
天
に
伝
え
る
の
で
あ
る
。
筆
と
巻
子
と
い
う
持
物
は
、

文
字
通
り
書
く
と
い
う
行
為
を
表
象
す
る
。
す
な
わ
ち
、「
記
録
」
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
法
隆
寺
像
は
豊
富
な
彩
色
と
截
金
で
彩
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
加
え
、

現
状
で
は
多
聞
天
の
持
つ
戟
の
金
銅
金
具
の
下
に
玉
虫
の
羽
根
が
残
存
し
て
い

る
の
が
確
認
で
き（
１６
）
る
（
図
２
）。
法
隆
寺
像
に
こ
の
よ
う
な
入
念
な
荘
厳
が
施
さ

れ
て
い
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
の
は
、
こ
れ
が
、『
書
紀
』
に
「
仏
菩
�
像
と
四

よ
そ

天
王
像
を
厳
ひ
て
」
と
あ
る
こ
と
と
対
応
し
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
か
ら
だ
。

こ
の
よ
う
な
荘
厳
は
周
知
の
通
り
玉
虫
厨
子
に
も
見
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
の
事
例

が
、「
悔
過
」
を
前
提
と
し
た
法
会
の
像
そ
の
も
の
に
相
当
す
る
と
は
い
え
な
い

ま
で
も
、
こ
の
時
期
の
荘
厳
観
と
そ
の
実
際
を
伝
え
る
も
の
と
見
る
こ
と
は
許

さ
れ
る
だ
ろ
う
。

法
隆
寺
像
は
現
存
す
る
四
天
王
像
の
最
古
例
だ
が
、
以
後
の
奈
良
時
代
の
四

天
王
像
の
ほ
と
ん
ど
の
例
は
、
広
目
天
が
筆
と
巻
子
を
執
っ
て
い
る
。
こ
の
こ

と
は
、
こ
の
時
期
の
四
天
王
に
お
い
て
「
観
察
」
と
「
記
録
」
と
い
う
役
割
が

い
か
に
重
大
だ
っ
た
か
と
い
う
こ
と
、
ひ
い
て
は
、
上
代
の
人
々
に
と
っ
て
、

六
斎
日
の
持
戒
、
悔
過
に
お
け
る
八
斎
戒
の
受
持
が
い
か
に
切
実
に
求
め
ら
れ

て
い
た
か
と
い
う
こ
と
を
物
語
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
以
上
か
ら
、
八
斎
戒
の
受

持
と
い
う
悔
過
の
前
提
に
関
わ
る
像
と
し
て
、
ま
ず
は
四
天
王
を
位
置
づ
け
る

図１ 四天王像のうち広目天像 法隆寺金堂

図２ 同像 戟
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こ
と
が
で
き
る
と
思
わ
れ
る
。

（
３
）
帝
釈
天
の
役
割

次
に
、
巻
子
と
い
う
持
物
が
表
象
す
る
も
う
一
つ
の
側
面
に
つ
い
て
み
よ
う
。

す
な
わ
ち
、「
伝
達
」
で
あ
る
。
す
で
に
、
四
天
王
は
六
斎
日
に
お
い
て
人
々
の

行
状
を
観
察
し
、
そ
れ
を
帝
釈
天
に
報
告
す
る
と
い
う
役
割
が
あ
る
こ
と
を
述

べ
た
。
し
た
が
っ
て
、
広
目
天
の
持
つ
巻
子
は
そ
の
報
告
書
と
い
う
意
味
合
い

が
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
だ
ろ
う
。
こ
こ
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、
東
大
寺
法
華
堂

に
梵
天
と
し
て
伝
わ
る
著
名
な
像
（
図
３
）
が
左
手
に
巻
子
を
持
っ
て
い
る
こ

と
だ
。
従
来
か
ら
指
摘
さ
れ
て
き
た
と
お（
１７
）
り
、
着
甲
の
こ
の
像
が
本
来
帝
釈
天

で
あ
っ
た
可
能
性
は
高
い
。
こ
の
持
物
が
当
初
か
ら
の
も
の
か
否
か
は
未
詳
だ

が
、
帝
釈
天
と
見
ら
れ
る
本
像
が
巻
子
を
執
る
こ
と
は
、
こ
れ
が
四
天
王
か
ら

伝
達
さ
れ
た
と
い
う
経
緯
を
想
定
さ
せ
る
だ
ろ
う
。

悔
過
に
お
い
て
、
帝
釈
天
が
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
こ
と
を
証
す
る

確
か
な
事
例
が
あ
る
。
東
大
寺
二
月
堂
十
一
面
観
音
像
の
光
背
（
図
４
）
が
そ
れ

で
あ
る
。
十
一
面
悔
過
の
場
た
る
二
月
堂
本
尊
の
こ
の
光
背
は
、
悔
過
に
際
し

て
ど
の
よ
う
な
像
が
関
わ
っ
た
の
か
と
い
う
こ
と
を
考
え
る
た
め
の
最
も
重
要

な
遺
例
で
あ
る
。
こ
の
光
背
の
図
様
に
つ
い
て
は
、
近
年
、
稲
本
泰
生
氏
に
よ

っ
て
詳
細
に
分
析
が
加
え
ら
れ
、
個
々
の
図
像
の
意
味
が
ほ
ぼ
明
ら
か
に
な
っ

（
１８
）
た
。こ

の
光
背
表
面
の
千
手
観

音
の
下
方
に
、
梵
天
と
対
と

な
っ
て
帝
釈
天
が
あ
ら
わ
さ

れ
て
い
る
（
図
５
）。
図
様
を

追
っ
て
ゆ
く
と
当
初
の
帝
釈

天
の
位
置
は
現
在
の
位
置
か

ら
も
う
少
し
下
が
り
、
そ
の

左
右
に
二
�
ず
つ
あ
ら
わ
さ

れ
た
四
天
王
と
同
じ
高
さ
に

並
ん
で
い
た
と
推
定
さ
れ
る
。

稲
本
氏
は
、
こ
れ
ら
六
尊
を

含
む
千
手
観
音
の
下
方
の
三

十
四
の
諸
尊
を
、『
千
手
千

図３ 帝釈天立像（伝梵天像）
東大寺法華堂

図５ 同部分 帝釈天像 （中神敬子氏作図描き起こし図）

図４ 二月堂十一面観音像光背 東大寺
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眼
観
世
音
菩
�
広
大
円
満
無
礙
大
悲
心
陀
羅
尼
経
』（
千
手（
１９
）

経
）
に
説
か
れ
る
、

大
悲
心
陀
羅
尼
を
誦
持
す
る
者
を
守
る
た
め
に
召
喚
さ
れ
た
者
と
し
た
。
さ
ら

に
こ
れ
ら
六
尊
を
、
奈
良
朝
に
お
い
て
「
別
格
視
さ
れ
た
尊
格
」
と
し
て
除
い

た
残
り
が
、
二
十
八
尊
と
な
る
こ
と
に
着
目
し
、
そ
れ
を
『
千
眼
千
臂
観
世
音

菩
�
陀
羅
尼
神
呪
経
』（
千
臂（
２０
）

経
）
系
経
典
に
説
か
れ
る
「
二
十
八
部
鬼
神
」
に

相
当
す
る
と
位
置
づ
け
た
。
稲
本
氏
の
こ
の
解
釈
に
よ
り
、
こ
れ
ら
諸
尊
は
、

大
悲
心
陀
羅
尼
の
誦
持
と
い
う
こ
の
像
の
前
で
の
儀
礼
を
お
こ
な
う
者
と
直
接

関
わ
る
尊
格
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。

で
は
、
陀
羅
尼
を
誦
す
と
い
う
こ
の
儀
礼
と
「
悔
過
」
と
の
関
係
は
ど
の
よ

う
に
説
明
す
れ
ば
よ
い
だ
ろ
う
か
。「
悔
過
」
の
語
義
を
広
く
と
り
、
こ
れ
を
悔

過
会
と
す
れ
ば
、
陀
羅
尼
の
誦
持
は
そ
の
法
要
の
一
部
を
形
成
す（
２１
）
る
。
こ
こ
で

注
意
し
た
い
の
は
、
そ
の
「
悔
過
」
の
前
提
を
な
す
持
戒
と
の
関
わ
り
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
は
、『
千
臂
経
』
に
、

若
欲
受
持
此
陀
羅
尼
者
、
当
於
白
月
十
五
日
、
受
持
八
戒
斎
著
白
浄
衣
、
於
有

舎
利
仏
塔
及
有
舎
利
仏
前
、
並
得
作
之
、
用
白
檀
作
泥
塗
壇
以
種
種
花
散
彼
壇

内
、
仏
前
焼
香
燃
燈
、
即
於
仏
前
生
恭
敬
心
、
観
世
音
菩
�
而
来
入
是
壇
内
。

当
誦
此
陀
羅
尼
一
百
八
遍
、
是
人
所
有
一
切
罪
障
、
五
逆
重
罪
悉
皆
消
滅
。
身

口
意
業
皆
得
清
浄
。

と
あ
る
こ
と
か
ら
了
解
さ
れ
る
。
ま
た
、
二
月
堂
の
本
尊
が
十
一
面
観
音
で
あ

る
こ
と
を
鑑
み
れ
ば
、『
十
一
面
神
呪
心
経
』（
玄
奘（
２２
）

訳
）
の
「
若
し
能
く
半
月
半

月
に
於
て
、
或
い
は
第
十
四
日
、
或
い
は
第
十
五
日
に
、
受
持
斎
戒
し
、
如
法

に
清
浄
に
し
て
、
心
を
我
に
繋
ぎ
て
此
神
呪
を
誦
せ
ば
、
便
ち
生
死
に
於
て
四

萬
劫
を
超
え
ん
。
」
と
い
う
一
節
も
参
照
で
き
る
。
い
ず
れ
の
場
合
も
、
陀
羅
尼

（
神
呪
）
を
誦
す
前
提
と
し
て
六
斎
日
の
斎
戒
受
持
を
述
べ
て
い
る
の
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、「
悔
過
」
に
伴
う
斎
戒
受
持
は
同
様
、
陀
羅
尼
を
誦
す
場
合
に
も

必
須
の
前
提
だ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

さ
て
、
こ
の
光
背
に
あ
ら
わ
さ
れ
た
帝
釈
天
に
注
目
す
れ
ば
、
右
手
に
巻
子

様
の
物
を
執
っ
て
い
る
（
図
５
）
こ
と
に
気
づ
く
。
左
右
の
差
は
あ
る
も
の
の
、

こ
の
こ
と
は
、
法
華
堂
の
帝
釈
天
（
伝
梵
天
）
が
巻
子
を
執
っ
て
い
る
こ
と
に
十

分
な
根
拠
を
与
え
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
残
念
な
が
ら
、
光
背
中
の
広
目
天
の
持

物
は
保
存
状
態
の
悪
さ
か
ら
確
認
で
き
な
い
が
、
こ
の
帝
釈
天
の
図
像
は
、

「
四
天
王
経
」
に
説
か
れ
る
経
意
を
体
現
し
て
い
る
と
見
な
す
こ
と
が
で
き
る
。

こ
こ
か
ら
、
十
一
面
悔
過
に
お
い
て
、
四
天
王
と
帝
釈
天
が
と
も
に
、
陀
羅
尼

の
護
持
者
に
対
し
て
「
観
察
」
と
い
う
機
能
を
果
た
し
て
い
る
こ
と
が
導
か
れ

る
だ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
こ
の
尊
格
は
儀
礼
当
事
者
の
斎
戒
の
護
持
、
つ
ま
り
は

身
心
の
清
浄
性
を
維
持
す
る
働
き
を
も
っ
て
い
る
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

三
、「
誓
約
」
と
神
仏

（
一
）「
梵
天
・
帝
釈
・
四
天
王
」
の
成
立

梵
天
・
帝
釈
・
四
天
王
が
上
代
仏
教
に
お
い
て
、「
別
格
視
さ
れ
た
尊
格
」
た

る
こ
と
は
し
ば
し
ば
指
摘
さ
れ
て
き
た
。
そ
の
う
ち
の
帝
釈
天
と
四
天
王
の
意

味
に
つ
い
て
は
す
で
に
触
れ
た
。
残
る
の
は
、
梵
天
で
あ
る
。

梵
天
が
上
代
仏
教
で
ど
の
よ
う
な
役
割
を
担
っ
て
い
た
の
か
と
い
う
こ
と
を

考
え
る
た
め
に
、
ま
ず
、
上
代
の
「
誓
約
」
に
つ
い
て
振
り
返
り
た
い
。
中
田

薫
氏
は
、
起
請
文
に
お
け
る
そ
れ
と
同
型
の
宣
誓
を
「
確
約
的
宣
誓
」
と
位
置

づ
け
、
上
代
の
事
例
か
ら
そ
れ
を
説
き
起
こ
し
て
い（
２３
）
る
。
こ
の
種
の
宣
誓
は
、

超
越
者
を
そ
の
保
証
者
と
し
、
違
約
し
た
場
合
は
自
身
ま
た
は
自
身
の
指
名
し
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た
者
の
上
に
災
禍
が
及
ぶ
こ
と
を
主
張
す
る
自
己
呪
詛
で
あ
る
。
上
代
の
日
本

に
は
、
後
の
起
請
文
の
原
型
と
も
い
う
べ
き
こ
の
よ
う
な
「
宣
誓
」（
以
下
、「
誓

約
」
と
称
す
）
の
事
例
が
散
見
さ
れ（
２４
）
る
。【
別
表
】
に
上
代
の
「
誓
約
」
の
事
例
を

掲
げ
た
。
表
中
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
場
合
に
お
け
る
誓
約
者
に
加
え
、
誓
約
儀

礼
の
具
体
的
な
対
象
、
そ
の
誓
約
の
保
証
者
、
違
約
し
た
場
合
の
懲
罰
者
を
記

し
て
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
時
代
を
追
っ
て
見
て
く
る
と
、「
誓
約
」
は
初
期
に
は
自
然
物
を

対
象
と
し
、
天
神
地
祗
や
天
皇
霊
な
ど
の
固
有
神
が
は
た
ら
く
あ
り
よ
う
か
ら
、

次
第
に
仏
教
的
な
尊
格
が
加
わ
っ
て
ゆ
く
経
緯
が
見
て
取
れ
る
。
こ
の
中
で
、

�
の
『
日
本
書
紀
』
天
智
天
皇
十
年
（
六
七
一
）
十
一
月
丙
辰
条
は
、
誓
約
の
保

証
者
と
し
て
の
三
十
三
天
と
懲
罰
者
と
し
て
の
四
天
王
と
い
う
位
置
づ
け
を
明

示
す
る
も
の
と
し
て
と
り
わ
け
注
目
さ
れ
る
。
三
十
三
天
は
帝
釈
天
を
第
一
人

者
と
し
て
い
る
か（
２５
）ら
、
こ
れ
は
帝
釈
天
と
四
天
王
の
役
割
と
読
み
替
え
ら
れ
る
。

帝
釈
天
の
役
割
と
し
て
す
で
に
み
た
「
観
察
」
が
、
こ
の
位
置
づ
け
と
連
動
す

る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
あ
き
ら
か
だ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
「
誓
約
」
儀
礼
に
お

い
て
は
、
帝
釈
天
と
四
天
王
と
い
う
組
み
合
わ
せ
が
ま
ず
あ
ら
わ
れ
て
い
る
こ

と
に
注
意
し
た
い
。

そ
し
て
、
天
平
勝
宝
元
年
（
七
四
九
）
の
各
寺
院
へ
の
聖
武
天
皇
施
入
勅
（【
別

表
】
�
）
に
至
っ
て
、
そ
れ
ら
「
誓
約
の
神
仏
」
が
最
も
広
汎
な
も
の
と
な
っ
た
。

こ
こ
に
登
場
す
る
神
仏
の
う
ち
、
仏
教
的
な
尊
格
は
、「
十
方
一
切
諸
天
・
梵

王
・
帝
釈
・
四
大
天
王
・
天
竜
八
部
・
金
剛
密
跡
、
護
法
護
塔
、
大
善
神
王
」

で
あ
る
。
施
入
勅
は
、
後
代
の
「
不
道
之
主
」
や
「
邪
賊
之
臣
」
が
、「
も
し
犯

し
、
破
障
し
、
行
ぜ
ざ
る
時
に
は
」
、
こ
れ
ら
の
尊
が
「
共
に
大
禍
を
起
こ
し
永

く
子
孫
を
滅
す
る
べ
し
。」、「
も
し
犯
触
せ
ず
、
敬
い
て
懃
行
す
る
者
は
、
世
世

福
を
累
ね
、
子
孫
紹
隆
し
、
共
に
塵
城
を
出
で
て
、
早
く
覚
岸
に
登
る
べ
し
。」

【別表】「誓約」一覧

誓約の内容
清き明き心を用て、天闕
に事へ奉らむ。
君は二つの政無く、臣は
朝に貳あること無し。
若し官軍の為にとして、
弓矢を儲けたらば、齶田
浦の神知りなむ。清き白
なる心を將ちて、朝に仕
官らむ。
六人心を同じくして、天
皇の詔を奉る。臣等五人、
殿下に随ひて、天皇の詔
を奉る。
倶に天皇の勅に随ひて、
相扶けて忤ふること無け
む。
今一母同産の如く慈まむ
敢へて朝廷を捍まば

其後代有不道之主、邪賊
之臣、若犯若破障而不行
者（中略）共起大禍、永
滅子孫。若不犯觸、敬懃
行者、世世累福、紹隆子
孫、共出塵城、早登覚岸。

懲罰者
天地諸神・天皇霊

天・地・鬼・人

四天王・天神地祗

天神地祗・天皇
（霊）

天神地祗

十方一切諸天、梵
王帝釈、四天大王、
天竜八部、金剛密
跡、護法護塔、大
善神王、天神地祗、
七苗尊霊、大臣将
軍之霊

保証者

天神地祗

齶田浦神

三十三天

天神地祗・天皇
（霊）

十方三世諸仏・
一切賢聖

対象
三諸岳

大槻樹

齶田浦

内裏西殿
織仏像

吉野宮庭

不明

不明

誓約者
蝦夷（綾糟等）

天皇・皇祖母尊・
皇太子
齶田・渟代二郡の
蝦夷

大友皇子
蘇我赤兄

草壁皇子・五皇子

天武天皇
藤原広嗣

聖武天皇

出典
『日本書紀』敏達天皇
１０年（５８１）閏２月条
『日本書紀』大化元年
（６４５）６月乙卯条
『日本書紀』斉明天皇
４年（６５８）４月条

『日本書紀』天智天皇
１０年（６７１）１１月丙辰条

『日本書紀』天武天皇
８年（６７９）８月乙酉条

『続日本紀』天平１２年
（７４０）１０月壬戌条
「聖武天皇施入勅願文」
（『大日本古文書』３－
２４０）
天平勝宝元年（７４９）
閏５月２０日

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦
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と
誓
約
す
る
。
こ
の
う
ち
、
罰
を
下
す
諸
仏
と
い
う
あ
り
方
は
、『
金
光
明
最
勝

王
経
』
四
天
王
護
国
品
に
見
え
る
。
こ
の
経
（『
金
光
明
最
勝
王
経
』）
を
尊
重
し

な
い
人
王
は
、「
四
王
并
諸
眷
属
及
薬
叉
等
」
と
「
諸
大
善
神
」
が
擁
護
せ
ず
、

災
禍
を
起
こ
す
と
す
る
の
で
あ（
２６
）
る
。
ま
た
、『
金
光
明
最
勝
王
経
』
に
は
、
梵
天

・
帝
釈
・
四
天
王
の
組
み
合
わ
せ
が
し
ば
し
ば
あ
ら
わ
れ
（「
滅
業
障
品
」、「
依

空
満
願
品
」、「
如
意
宝
珠
品
」、「
大
弁
才
天
女
品
」、「
付
属
品
」）、
い
ず
れ
も
こ
の

経
を
持
す
者
を
擁
護
す
る
と
し
て
い
る
。
こ
の
点
か
ら
見
て
、
梵
天
が
、
梵
天

・
帝
釈
・
四
天
王
の
組
み
合
わ
せ
の
中
に
入
っ
た
の
は
『
金
光
明
最
勝
王
経
』

を
典
拠
と
す
る
と
み
て
よ
い
だ
ろ（
２７
）
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
同
経
に
は
、
四
天
王

が
人
々
の
お
こ
な
い
を
帝
釈
天
に
報
告
す
る
と
い
う
内
容
は
見
ら
れ
な
い
。
こ

こ
か
ら
、
筆
と
巻
子
と
い
う
広
目
天
の
持
物
の
典
拠
を
同
経
に
求
め
る
こ（
２８
）
と
は

困
難
で
あ
る
。
上
記
し
た
よ
う
に
、
四
天
王
と
帝
釈
天
と
い
う
組
み
合
わ
せ
が

梵
天
を
組
み
込
む
の
に
先
立
っ
て
あ
ら
わ
れ
た
こ
と
も
、
こ
の
典
拠
を
『
四
天

王
経
』
ほ
か
の
諸
経
の
内
容
と
し
た
本
稿
の
解
釈
を
傍
証
し
よ
う
。
つ
ま
り
、

旧
来
の
図
像
を
保
持
し
た
四
天
王
が
、『
金
光
明
最
勝
王
経
』
に
依
る
明
瞭
な
役

割
を
負
っ
た
六
天
の
組
み
合
わ
せ
に
入
っ
た
と
い
う
経
緯
が
想
定
さ
れ（
２９
）
る
。

以
上
の
よ
う
な
経
緯
か
ら
、
梵
天
・
帝
釈
・
四
天
王
は
、
仏
教
的
な
尊
格
と

し
て
は
特
に
、
人
々
の
お
こ
な
い
の
観
察
、
違
犯
し
た
場
合
の
懲
罰
と
い
う
機

能
を
担
う
に
至
っ
た
と
跡
づ
け
ら
れ（
３０
）
る
。

（
二
）
梵
天
・
帝
釈
・
四
天
王
の
表
現

で
は
、
上
述
し
た
梵
天
・
帝
釈
・
四
天
王
の
意
味
を
前
提
と
し
て
、
表
現
さ

れ
た
こ
れ
ら
の
尊
像
を
見
て
み
よ
う
。
ま
ず
、
梵
天
・
帝
釈
天
の
例
と
し
て
、

法
華
堂
像
を
見
た
い
。
こ
れ
ら
の
二
像
に
お
い
て
も
っ
と
も
注
意
を
引
か
れ
る

の
は
、
そ
の
眼
差
し
で
あ
ろ
う
（
図
６
・
７
）。
威
厳
を
示
し
、
同
時
に
射
す
く
め

図６ 帝釈天立像（伝梵天像）頭部 東大寺法華堂図７ 梵天立像（伝帝釈天像）頭部 東大寺法華堂
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図８ 四天王像のうち広目天像頭部 東大寺戒壇院

図１０ 四天王像のうち持国天像頭部 東大寺戒壇院

図９ 四天王像のうち多聞天像頭部 東大寺戒壇院

図１１ 四天王像のうち増長天像頭部 東大寺戒壇院
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る
よ
う
な
そ
の
眼
は
、
審
判
者
と
し
て
の
こ
の
尊
格
の
あ
り
よ
う
を
十
分
に
伝

え
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
眼
差
し
が
よ
り
端
的
に
表
れ
て
い
る
の
が
四
天
王
の
場
合
だ
。

東
大
寺
戒
壇
院
の
四
天
王
像
に
二
種
類
の
眼
差
し
が
あ
る
こ
と
に
は
容
易
に
気

づ
か
れ
よ
う
。
瞋
目
し
遠
く
を
見
晴

る
か
す
よ
う
な
広
目
天
と
多
聞
天
の

眼
差
し
（
図
８
・
９
）
と
、
刮
目
し
威

嚇
す
る
よ
う
な
持
国
天
と
増
長
天
の

眼
差
し
（
図
１０
・
１１
）
だ
。
広
目
天
に

「
観
察
者
」
と
し
て
の
役
割
が
あ
る

こ
と
は
す
で
に
述
べ
た
。
ま
た
、

「
誓
約
」
に
お
い
て
見
た
と
お
り
、

四
天
王
に
は
罰
則
者
と
し
て
の
役
割

も
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
よ
う

な
二
種
類
の
眼
差
し
は
四
天
王
の
こ

の
よ
う
な
二
つ
の
役
割
を
表
象
す
る

も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

四
天
王
に
よ
る
観
察
は
「
六
斎

日
」
に
お
い
て
特
に
行
わ
れ
る
も
の

で
あ
る
こ
と
は
す
で
に
述
べ
た
が
、

こ
の
六
斎
日
は
、『
大
智
度
論
』
な
ど

に
よ
る
と
、
ま
た
悪
鬼
が
跋
扈
す
る

日
で
も
あ（
３１
）
る
。
こ
の
観
点
か
ら
す
る

と
、
四
天
王
の
足
下
に
い
る
邪
鬼
は

六
斎
日
に
現
れ
る
悪
鬼
を
あ
ら
わ
し

た
も
の
と
考
え
ら
れ（
３２
）
る
。
戒
壇
院
や
法
華
堂
の
四
天
王
の
足
下
の
邪
鬼
（
図
１２

－

１
・
２
）
は
、
他
の
時
代
の
邪
鬼
に
較
べ
て
も
と
り
わ
け
不
気
味
な
表
現
で

あ
り
、
そ
の
意
味
で
邪
鬼
の
傑
作
と
称
す
べ
き
も
の
だ
。
邪
鬼
が
こ
の
よ
う
に

気
味
悪
い
表
現
と
な
っ
た
理
由
は
、
ひ
と
え
に
、
当
時
の
人
々
の
戒
の
護
持
へ

の
希
求
が
強
か
っ
た
こ
と
の
反
映
で
あ
ろ
う
。
身
を
慎
む
べ
き
六
斎
日
に
そ
れ

を
妨
害
し
よ
う
と
あ
ら
わ
れ
る
悪
鬼
は
人
々
に
と
っ
て
ひ
た
す
ら
不
気
味
な
存

在
だ
っ
た
は
ず
だ
。
し
た
が
っ
て
そ
れ
を
平
ら
げ
る
姿
で
表
さ
れ
る
こ
と
で
四

天
王
は
偉
大
な
存
在
と
し
て
立
ち
現
れ
る
の
で
あ
る
。

天
平
彫
刻
を
ひ
と
つ
の
側
面
で
代
表
す
る
の
が
、
こ
の
梵
天
・
帝
釈
・
四
天

王
と
い
う
尊
種
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
像
に
は
こ
の
よ
う
に
明
瞭
な
役
割
、
つ
ま

り
主
題
が
あ
る
。
天
平
彫
刻
の
す
ば
ら
し
さ
は
、
そ
の
よ
う
な
明
瞭
な
主
題
を
、

見
事
な
表
現
へ
と
昇
華
さ
せ
た
と
こ
ろ
に
あ
る
と
い
え
よ
う
。
造
東
大
寺
司
造

仏
所
の
仏
師
た
ち
は
、
像
の
意
味
を
し
っ
か
り
と
自
覚
し
て
い
た
。
そ
れ
は
ま

た
、
仏
像
が
、
こ
の
時
代
の
人
々
の
メ
ン
タ
リ
テ
ィ
に
即
応
す
る
も
の
だ
っ
た

こ
と
を
示
し
て
い
る
。

（
三
）
罪
と
神
仏

次
に
、
こ
の
六
尊
の
意
味
に
関
わ
る
も
の
と
し
て
、『
続
日
本（
３３
）
紀
』
に
載
る
以

下
の
ふ
た
つ
の
宣
命
を
み
た
い
。

『
続
日
本
紀
』
天
平
宝
字
元
年
（
七
五
七
）
七
月
戊
午
（
十
二
日
）

又
、
盧
舍
那
如
来
、
観
世
音
菩
�
、
護
法
梵
王
帝
釈
四
大
天
王
の
不
可
思
議
威

神
之
力
に
依
り
て
し
、
此
の
逆
に
在
る
悪
し
き
奴
等
は
顕
れ
出
で
て
、
悉
く
罪

に
伏
し
ぬ
ら
し
と
な
も
、

図１２‐１ 持国天邪鬼 東大寺法華堂図１２‐２ 増長天邪鬼 東大寺法華堂
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『
続
日
本
紀
』
神
護
景
雲
三
年
（
七
六
九
）
五
月
丙
申
（
廿
九
日
）

然
れ
ど
も
、
盧
舍
那
如
来
、
最
勝
王
経
、
観
世
音
菩
�
、
護
法
善
神
梵
王
帝
釈

四
大
天
王
の
不
可
思
議
威
神
の
力
、
挂
け
ま
く
も
畏
き
開
闢
け
て
よ
り
已
来
御

宇
し
し
天
皇
の
御
霊
、
天
地
の
神
た
ち
の
護
り
助
け
奉
り
つ
る
力
に
依
り
て
、

其
等
が
穢
く
謀
り
て
為
る
厭
魅
事
皆
悉
く
発
覚
れ
ぬ
。

こ
こ
に
、
前
者
で
は
橘
奈
良
麻
呂
ら
の
謀
反
の
罪
が
、
後
者
で
は
県
犬
養
姉

女
ら
の
厭
魅
の
罪
が
、
盧
舎
那
如
来
以
下
の
諸
尊
の
不
可
思
議
威
神
力
に
よ
っ

て
発
覚
し
た
と
語
ら
れ
て
い
る
。
こ
こ
に
登
場
す
る
神
仏
は
、「
盧
舍
那
如
来

・
最
勝
王
経
・
観
世
音
菩
�
・
梵
天
・
帝
釈
・
四
天
王
・
天
皇
霊
・
天
神
地

祗
」
の
八
尊
（
経
典
を
含
む
）
で
あ
る
。

罪
の
裁
断
に
際
し
て
働
く
神
仏
と
い
う
こ
の
よ
う
な
あ
り
方
は
、
上
記
の

「
誓
約
の
神
仏
」
と
、
尊
種
及
び
機
能
と
に
強
い
共
通
性
を
見
せ
て
い
る
。
こ

れ
ら
の
神
仏
の
う
ち
、「
誓
約
」
の
文
言
中
に
は
あ
ら
わ
れ
な
い
の
が
、
盧
舍
那

如
来
、
最
勝
王
経
、
観
世
音
菩
�
の
三
者
で
あ
る
。
で
は
、
こ
の
三
者
が
こ
こ

に
登
場
す
る
意
味
は
何
か
。

こ
の
三
者
に
は
共
通
す
る
背
景
が
窺
わ
れ
る
。
い
ず
れ
も
、
天
平
年
間
か
ら

順
次
お
こ
な
わ
れ
た
国
家
事
業
に
登
場
す
る
尊
種
に
一
致
す
る
の
で
あ
る
。
つ

ま
り
、
そ
れ
ぞ
れ
、
天
平
勝
宝
四
年
（
七
五
二
）
開
眼
の
東
大
寺
大
仏
、
天
平
十

三
年
（
七
四
一
）
の
国
分
寺
建
立
詔
に
よ
る
七
重
塔
内
の
金
字
金
光
明
最
勝
王

経
（
図
１３
）、
天
平
十
二
年
（
七
四
〇
）
の
勅
に
よ
っ
て
国
毎
に
造
立
さ
れ
た
七
尺

の
観
音
菩
�
像
で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
、
こ
れ
ら
三
者
は
、
八
世
紀
半
ば
に
な
っ

て
出
現
し
、「
誓
約
の
神
仏
」
に
組
み
込
ま
れ
た
尊
像
で
あ
る
こ
と
が
見
え
て
く

る
。一

方
、
こ
れ
ら
三
者
は
、
一
連
の
事
業
に
お
い
て
国
家
に
よ
っ
て
自
覚
的
に

創
出
さ
れ
た
点
で
、

他
の
「
誓
約
の
神

仏
」
と
は
は
っ
き
り

と
区
別
さ
れ
る
。
つ

ま
り
、
こ
れ
ら
の
像

は
当
初
か
ら
明
瞭
な

機
能
を
担
っ
て
造
ら

れ
た
と
い
う
経
緯
が

想
定
さ
れ
る
。
天
平

十
五
年
（
七
四
三
）

の
大
仏
建
立（
３４
）
勅
は
、

「
広
く
法
界
に
及
し

て
朕
が
知
識
と
す
。

遂
に
同
じ
く
利
益
を

蒙
り
て
共
に
菩
提
を

致
さ
し
め
む
。」
と

大
仏
建
立
を
知
識
事

業
と
し
て
位
置
づ
け
、

「
是
の
故
に
知
識
に

預
か
る
者
は
、
懇
に

至
誠
を
発
し
、
各
介

な
る
福
を
招
き
て
、

日
毎
に
三
た
び
盧
舎

那
仏
を
拝
む
べ
し
。

自
ら
念
を
存
し
て
各

図１３ 金字金光明最勝王経（伝備後国分寺伝来）巻六 奈良国立博物館
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盧
舎
那
仏
を
造
る
べ
し
。」
と
知
識
構
成
員
の
大
仏
へ
の
至
誠
を
強
調
す
る
。

ま
た
、「
事
成
り
易
く
、
心
至
り
難
し
。」
と
し
て
こ
の
事
業
に
対
す
る
「
心
」

の
重
要
さ
を
示
し
た
上
で
、「
但
恐
る
ら
く
は
、
徒
に
人
を
労
す
こ
と
の
み
有

り
て
能
く
聖
に
感
く
る
こ
と
無
く
、
或
は
誹
謗
を
生
し
て
反
り
て
罪
辜
に
堕
さ

む
こ
と
を
。」
と
こ
の
事
業
を
誹
謗
す
る
罪
に
言
及
し
て
い
る
。
国
家
を
ま
る

ご
と
知
識
と
み
る
観
念
は
国
家
を
ひ
と
つ
の
仏
教
事
業
の
も
と
に
範
囲
づ
け
る

観
念
で
も
あ（
３５
）
る
。
し
た
が
っ
て
そ
の
誹
謗
者
は
そ
の
よ
う
な
知
識
集
団
か
ら
の

逸
脱
者
と
な
る
。
こ
の
事
業
に
よ
る
「
誓
約
の
神
仏
」
は
、
か
く
定
義
づ
け
ら

れ
た
国
家
か
ら
の
逸
脱
を
監
視
す
る
役
割
を
負
っ
た
と
帰
結
さ
れ
よ
う
。
宣
命

に
よ
っ
て
裁
断
さ
れ
た
二
つ
の
罪
は
ま
さ
に
そ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
見
る
こ

と
が
で
き（
３６
）
る
。

こ
の
よ
う
に
見
て
ゆ
く
と
、
上
記
宣
命
に
登
場
し
た
神
仏
は
、（
ａ
）
天
皇
霊

・
天
神
地
祗
、（
ｂ
）
梵
天
・
帝
釈
・
四
天
王
、（
ｃ
）
盧
舍
那
如
来
・
最
勝
王
経

・
観
世
音
菩
�
の
三
つ
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
分
類
さ
れ
る
。
こ
の
分
類
は
、
そ
れ

ぞ
れ
の
出
自
の
差
に
基
づ
い
て
い
る
と
と
も
に
、「
誓
約
の
神
仏
」
と
し
て
働
き

始
め
た
時
期
の
差
と
も
連
動
し
て
い
る
。
そ
の
時
期
は
（
ａ
）
か
ら
（
ｃ
）
の
順

に
新
し
い
。

さ
て
、
こ
れ
ら
の
神
仏
が
三
つ
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
分
類
さ
れ
る
と
は
い
っ
て

も
、
よ
り
重
要
な
こ
と
は
、
そ
れ
ら
が
同
じ
機
能
を
持
つ
も
の
と
し
て
認
識
さ

れ
て
い
る
事
実
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
現
世
の
人
間
に
対
し
具
体
的
な
働
き
か

け
を
お
こ
な
う
神
仏
と
し
て
で
あ
る
。

す
で
に
述
べ
た
「
誓
約
」
に
お
い
て
神
仏
は
、
そ
の
保
証
者
と
な
り
、
ま
た

懲
罰
者
と
な
っ
た
。
上
記
宣
命
に
お
い
て
は
、
罪
を
暴
く
審
判
者
と
し
て
存
在

し
て
い
る
。
つ
ま
り
、「
現
世
の
人
間
に
対
し
具
体
的
な
働
き
か
け
を
お
こ
な

う
神
仏
」
と
い
う
存
在
の
前
提
に
は
、
人
々
の
罪
へ
の
意
識
が
あ
る
。
そ
の
よ

う
な
罪
は
、
一
義
的
に
は
仏
教
徒
と
し
て
の
規
範
を
犯
す
こ
と
と
し
て
自
覚
さ

れ
る
。
知
識
集
団
と
し
て
定
義
づ
け
ら
れ
た
国
家
か
ら
の
逸
脱
は
ま
た
仏
教
的

な
罪
と
な
る
。
神
仏
は
絶
え
ず
人
々
の
お
こ
な
い
を
観
察
し
て
い
る
と
い
う
意

識
が
そ
の
仕
組
み
を
維
持
し
て
い
る
。

で
は
、
そ
の
よ
う
な
神
仏
の
あ
り
よ
う
が
、
上
代
の
人
々
に
と
っ
て
リ
ア
リ

テ
ィ
を
持
つ
た
め
に
は
何
が
求
め
ら
れ
た
だ
ろ
う
か
。
論
者
は
そ
こ
に
こ
そ

「
像
」
の
存
在
意
義
が
あ
る
と
考
え
る
。
つ
ま
り
、
こ
れ
ら
の
神
仏
は
単
に
「
尊

格
」
と
し
て
意
識
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
具
体
的
な
「
尊
像
」
と
し
て

意
識
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い（
３７
）
か
。（
ｂ
）
の
梵
天
・
帝
釈
・
四
天
王
と
（
ｃ
）

の
盧
舍
那
如
来
・
最
勝
王
経
（
図
１３
）・
観
世
音
菩
�
が
現
実
の
像
と
結
び
つ
く

こ
と
に
つ
い
て
は
す
で
に
述
べ
た
。
問
題
は
（
ａ
）
の
天
皇
霊
・
天
神
地
祗
で

あ
る
。

こ
こ
で
、
こ
の
ふ
た
つ
の
性
格
を
一
身
に
帯
び
る
尊
格
に
注
目
し
た
い
。
す

な
わ
ち
八
幡
神
で
あ
る
。
八
幡
神
は
、
応
神
天
皇
を
そ
の
神
格
と（
３８
）
し
、
ま
た
、

『
続
日
本
紀
』
天
平
勝
宝
元
年
（
七
四
九
）
十
二
月
丁
亥
条
に
よ
れ
ば
、
天
神
地

祗
を
率
い
る
存
在
で
あ
る
と
意
識
さ
れ
て
い（
３９
）
る
。
八
幡
神
像
の
出
現
が
い
つ
ま

で
遡
る
か
は
現
段
階
で
は
未
詳
だ
が
、
す
で
に
別
稿
に
て
論
じ
た
よ
う（
４０
）
に
、

『
続
日
本
紀
』
天
平
勝
宝
元
年
（
七
四
九
）
十
二
月
丁
亥
条
に
描
写
さ
れ
る
八
幡

へ
の
悔
過
は
八
幡
神
像
出
現
の
ひ
と
つ
の
画
期
と
見
な
さ
れ
る
。「
天
皇
霊
・

天
神
地
祗
」
を
罪
の
審
判
者
と
し
て
位
置
づ
け
る
こ
と
は
、
八
幡
神
へ
の
こ
の

対
応
と
共
通
す
る
と
い
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
こ
か
ら
上
記
の
宣
命

に
あ
ら
わ
れ
る
「
天
皇
霊
・
天
神
地
祗
」
を
「
像
」
と
結
び
つ
け
て
理
解
す
る

こ
と
、
す
な
わ
ち
こ
の
問
題
を
神
像
の
成
立
と
関
連
す
る
も
の
と
し
て
捉
え
る

可
能
性
も
生
じ
る
だ
ろ
う
。「
像
」
と
し
て
そ
れ
を
表
現
す
る
こ
と
は
、
と
り
も

な
お
さ
ず
そ
こ
に
眼
差
し
を
成
立
さ
せ
る
こ
と
で
あ
る
。
審
判
者
と
し
て
の
役
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割
は
、
そ
の
こ
と
で
よ
り
明
瞭
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

上
代
に
お
け
る
「
像
」
の
意
味
を
考
察
す
る
上
で
、
そ
の
前
に
立
つ
人
間
の

存
在
を
考
え
な
い
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
像
の
意
味
は
、
必
ず
人
間
と
の
関
わ

り
の
中
に
お
い
て
生
じ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
を
正
し
く
理
解
す
る
た

め
に
は
、
そ
の
前
提
と
な
る
、
当
時
の
人
々
の
メ
ン
タ
リ
テ
ィ
を
十
分
に
認
定

し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。

四
、
悔
過
の
仏
像

そ
の
二

（
一
）
薬
師
悔
過
と
仏
像

以
上
の
と
お
り
、
上
代
に
お
い
て
、
人
々
の
罪
を
観
察
し
、
そ
れ
を
暴
き
、

ま
た
懲
罰
す
る
像
の
存
在
を
み
て
き
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
こ
に
は
救
済
の

要
素
が
な
い
。
次
に
考
え
る
べ
き
こ
と
は
、
こ
の
「
救
済
」
と
い
う
観
点
で
あ

る
。皇

極
元
年
の
大
雲
経
転
読
法
会
に
お
い
て
、「
仏
菩
�
像
」
は
ま
だ
匿
名
の
ま

ま
だ
っ
た
。
こ
の
段
階
で
の
「
悔
過
」
が
「
懺
悔
」
と
捉
え
ら
れ
る
に
せ
よ
、

そ
れ
が
特
定
の
尊
像
に
対
し
て
お
こ
な
わ
れ
る
と
は
明
記
さ
れ
て
い
な
い
。
そ

れ
に
対
し
、
い
わ
ゆ
る
「
尊
別
悔
過
」
の
出
現
に
よ
っ
て
像
は
記
名
と
な
っ
た
。

佐
藤
道
子
氏
に
よ
れ
ば
、「
尊
別
悔
過
」
と
は
「
称
名
悔
過
」
で
あ（
４１
）
る
。「
尊
別

悔
過
」
の
出
現
と
い
う
事
態
は
、「
救
済
」
と
い
う
観
点
に
お
い
て
こ
そ
注
目
す

べ
き
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
こ
に
「
悔
過
」
の
像
の
、
最
も
重
要
な
役
割
が
あ
る

と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

「
尊
別
悔
過
」
と
し
て
最
も
早
く
出
現
す（
４２
）
る
の
が
薬
師
悔
過
で
あ
る
。
し
た

が
っ
て
、
ま
ず
、
こ
の
悔
過
の
意
味
と
意
義
を
追
究
し
よ
う
。
薬
師
悔
過
の
初

例
は
、『
続
日
本
紀
』
天
平
十
六
年
（
七
四
四
）
十
二
月
壬
辰
（
四
日
）
条
に
、

「
天
下
の
諸
國
を
し
て
薬
師
悔
過
せ
し
む
る
こ
と
七
日
。」
と
あ
る
の
が
そ
れ

で
あ
る
。
こ
れ
は
、
そ
の
後
の
丙
申
（
八
日
）
条
に
、「
一
百
人
を
度
す
。
こ
の

夜
、
金
鍾
寺
と
朱
雀
路
と
に
燈
一
万
坏
を
燃
す
。」
と
あ
る
燃
燈
供
養
と
一
連

の
も
の
と
考
え
ら
れ
る
が
、
こ
の
段
階
で
の
薬
師
悔
過
の
意
味
は
な
お
明
瞭
で

は
な
い
。
そ
こ
で
、
次
の
第
二
の
事
例
を
み
よ
う
。

『
続
日
本
紀
』
天
平
十
七
年
（
七
四
五
）
九
月
癸
酉
（
十
九
日
）
条

天
皇
、
不
豫
し
た
ま
ふ
。（
中
略
）
ま
た
、
京
師
畿
内
の
諸
寺
と
諸
の
名
山
浄
處

と
を
し
て
薬
師
悔
過
の
法
を
行
は
し
む
。
幣
を
奉
り
て
賀
茂
松
尾
等
の
神
社
を

祈
ぎ
祷
む
。
諸
国
を
し
て
有
て
る
鷹
鵜
を
並
び
に
放
ち
去
ら
し
む
。
三
千
八
百

人
を
度
し
て
出
家
せ
し
む
。

同

甲
戌
（
二
十
日
）
条

播
磨
守
正
五
位
上
阿
倍
朝
臣
虫
麻
呂
を
し
て
、
幣
帛
を
八
幡
神
社
に
奉
ら
し
む
。

京
師
と
諸
国
と
を
し
て
、
大
般
若
経
合
せ
て
一
百
部
を
写
し
、
ま
た
、
薬
師
仏

像
七
�
、
高
さ
六
尺
三
寸
な
る
を
造
り
、
并
せ
て
経
七
巻
を
写
さ
し
む
。

こ
れ
ら
は
、
聖
武
天
皇
の
不
豫
に
際
し
て
と
ら
れ
た
一
連
の
措
置
で
あ
り
、

そ
の
中
の
一
つ
と
し
て
薬
師
悔
過
が
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
問
題
と

す
べ
き
は
、
こ
の
段
階
で
の
「
悔
過
」
が
そ
の
本
義
で
あ
る
「
懺
悔
」
な
の
か
、

そ
こ
か
ら
派
生
し
た
「
祈
願
」
を
中
心
と
す
る
も
の
な
の
か
、
と
い
う
点
で
あ

る
。こ

の
こ
と
を
考
え
る
上
で
、『
続
日
本
紀
』
天
平
勝
宝
二
年
（
七
五
〇
）
四
月

辛
酉
（
四
日
）
条
は
注
目
に
値
す
る
。
孝
謙
天
皇
は
「
薬
師
経
に
帰
し
て
行
道
懴

悔
す
。
冀
は
く
は
、
恩
恕
を
施
し
、
兼
ね
て
人
を
済
は
む
と
欲
ふ
。
尽
く
瑕
穢
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を
洗
ひ
て
更
に
自
ら
新
な
ら
し
め
む
と
す
。」
と
し
た
。「
薬
師
経
に
帰
し
て
行

道
懴
悔
す
」
は
文
字
通
り
懺
悔
と
し
て
の
薬
師
悔
過
と
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
れ

か

わ
い

が
「
尽
く
瑕
穢
を
洗
ひ
て
」
と
い
う
効
果
を
も
た
ら
す
も
の
だ
っ
た
こ
と
が
わ

か
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
段
階
で
の
薬
師
悔
過
は
滅
罪
を
も
た
ら
す
懺
悔
と
い
う

意
味
合
い
に
お
い
て
捉
え
ら
れ
る
。

現
在
薬
師
寺
な
ど
で
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
薬
師
悔
過
の
所
依
経
典
が
唐
義
浄

訳
『
薬
師
瑠
璃
光
七
仏
本
願
功
徳
経
』（
七
仏
薬
師（
４３
）

経
）
で
あ
る
こ
と
は
、
す
で
に

佐
藤
道
子
氏
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
い（
４４
）
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
薬
師
悔
過
は
平

安
時
代
初
期
の
仁
明
朝
に
登
場
す
る
「
七
仏
薬
師
法
」
に
そ
の
役
割
を
譲
っ
て

ゆ
く
こ
と
が
す
で
に
指
摘
さ
れ
て
お（
４５
）
り
、『
七
仏
薬
師
経
』
に
基
づ
く
そ
の
儀
礼

の
影
響
が
薬
師
悔
過
に
も
及
ん
で
い
る
可
能
性
を
想
定
す
る
と
、
現
行
の
所
依

経
典
を
そ
の
ま
ま
奈
良
時
代
の
薬
師
悔
過
の
そ
れ
と
し
て
捉
え
る
こ
と
に
は
危

険
が
伴
う
。『
七
仏
薬
師
経
』
が
所
依
経
典
で
あ
る
か
否
か
と
い
う
点
は
、
奈
良

時
代
の
薬
師
悔
過
が
陀
羅
尼
の
誦
持
を
伴
う
も
の
だ
っ
た
か
ど
う
か
と
い
う
点

に
関
わ
り
、
こ
の
法
要
の
根
本
的
な
あ
り
よ
う
を
左
右
す
る
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
時
期
の
薬
師
経
に
基
づ
く
儀
礼
に
は
も
う
一
つ
の
あ
り
方

が
あ
る
。
そ
れ
を
示
す
の
が
、『
続
日
本
紀
』
天
平
勝
宝
三
年
（
七
五
一
）
十
月

壬
申
（
廿
三
日
）
条
と
天
平
勝
宝
六
年
（
七
五
四
）
十
一
月
戊
辰
（
八
日
）
条
で
あ

る
。
こ
の
ふ
た
つ
の
記
事
に
あ
ら
わ
れ
る
、
聖
武
天
皇
あ
る
い
は
光
明
皇
后
の

不
豫
の
た
め
に
お
こ
な
わ
れ
た
「
続
命
之
法
」
と
い
う
法
会
の
所
依
経
典
が
、

唐
玄
奘
訳
『
薬
師
瑠
璃
光
如
来
本
願
功
徳
経
』（
以
下
、『
本
願
功
徳
（
４６
）

経
』）
で
あ
る

こ
と
は
、「
続
命
幡
」
、「
放
雑
類
衆
生
」
と
い
う
用
語
の
共
通
性
を
根
拠
と
し
て

す
で
に
あ
き
ら
か
に
さ
れ
て
い（
４７
）
る
。

ま
た
、
延
暦
年
間
の
薬
師
悔
過
ま
た
は
斎
会
の
た
め
に
書
か
れ
た
と
推
定
さ

れ
て
い（
４８
）る
善
珠
の
『
本
願
薬
師
経（
４９
）
鈔
』
は
、
や
は
り
『
本
願
功
徳
経
』
へ
の
注

釈
書
で
あ
る
。
承
和
四
年
（
八
三
七
）
の
僧
綱
奏
言
に
「
昼
読
大
般
若
経
。
夜
讃

薬
師
宝
号
。」
と
あ
り
、
こ
の
時
期
の
薬
師
悔
過
の
具
体
的
内
容
が
、
陀
羅
尼
の

誦
持
で
は
な
く
「
薬
師
宝
号
」
を
讃
ず
る
と
し
て
い（
５０
）
る
こ
と
を
も
踏
ま
え
る
な

ら
ば
、
初
期
の
薬
師
悔
過
は
『
本
願
功
徳
経
』
を
所
依
と
し
て
い
た
可
能
性
は

極
め
て
高
い
と
考
え
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
天
平
十
七
年
に
造
立
さ
れ
た
七

�
の
薬
師
如
来
像
は
『
本
願
功
徳
経
』
に
「
若
し
病
人
が
有
り
、
病
苦
を
脱
し

た
い
と
欲
し
て
い
る
」
場
合
に
「
彼
如
来
形
像
七
�
」
の
造
立
が
説
か
れ
て
い

る
こ
と
が
根
拠
だ
ろ
う
。

さ
て
、
初
期
の
薬
師
悔
過
の
所
依
経
典
が
『
本
願
功
徳
経
』
で
あ
る
こ
と
が

わ
か
る
と
、
そ
の
意
味
を
考
え
る
上
で
、
善
珠
の
『
本
願
薬
師
経
鈔
』
は
き
わ

め
て
重
要
な
素
材
と
な
る
。
す
で
に
、
名
畑
崇
氏
が
詳
論
さ
れ
た
よ
う（
５１
）
に
、
善

珠
は
、『
本
願
功
徳
経
』
の
主
旨
を
戒
行
の
清
浄
護
持
と
い
う
観
点
か
ら
捉
え
て

お
り
、
戒
の
受
持
・
具
足
と
と
も
に
、
毀
犯
の
浄
化
に
強
い
関
心
を
持
っ
て
い

る
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
れ
は
、『
本
願
功
徳
経
』
に
説
か
れ
る
薬
師
の
十
二
大
願

の
う
ち
の
第
五
願
に
、

も
し
、
無
量
無
辺
の
有
情
あ
り
て
、
わ
が
法
の
中
に
於
い
て
梵
行
を
修
行
せ
ん

に
、
一
切
皆
戒
を
欠
け
ず
、
三
聚
戒
を
具
す
る
を
得
さ
せ
し
め
、
た
と
い
毀
犯

す
る
こ
と
あ
ら
ん
も
、
我
が
名
を
聞
き
お
わ
ら
ば
、
還
っ
て
清
浄
な
る
こ
と
を

得
て
、
悪
趣
に
堕
せ
じ
。

と
あ
る
こ
と
を
根
拠
と
し
て
い
る
。
善
珠
は
こ
れ
に
つ
い
て
「
解
令
有
犯
聞
名

還
浄
。
故
無
因
犯
堕
三
悪
趣
。
言
聞
我
名
者
。
謂
聞
薬
師
名
也
。
下
皆
爾
也
。」

と
注
釈
し
、
毀
犯
が
あ
っ
た
と
し
て
も
薬
師
の
名
号
を
聞
け
ば
三
悪
趣
に
堕
ち

な
い
こ
と
を
確
認
し
て
い
る
。
ま
た
、『
本
願
薬
師
経
鈔
』
が
「
薬
師
如
来
般
若
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之
法
会
」
と
い
う
特
定
の
法
会
の
た
め
に
書
か
れ
た
こ
と
を
示
す
以
下
の
一
節

は
、
懺
悔
を
旨
と
す
る
そ
の
法
会
の
意
味
を
具
体
的
に
示
す
も
の
だ
。

今
幸
聖
朝
無
限
之
慈
、
遇
薬
師
如
来
般
若
之
法
会
。
無
遺
挙
顕
、
懺
悔
発
露
。

仰
願
諸
仏
慈
悲
方
等
父
母
。
菩
�
知
識
以
他
心
智
照
我
心
中
、
開
浄
天
耳
聞
我

誓
音
。
堕
罪
業
山
、
竭
煩
悩
海
、
断
生
死
河
。
本
願
大
悲
故
摂
受
我
懺
悔
。
南

無
。

こ
こ
に
お
い
て
、
善
珠
は
そ
の
法
会
に
お
け
る
薬
師
如
来
の
役
割
に
具
体
的
に

言
及
し
て
い
る
。
薬
師
如
来
は
そ
の
大
悲
の
故
に
懺
悔
を
摂
受
し
、
そ
れ
に
よ

っ
て
滅
罪
を
果
た
し
持
戒
を
守
護
す
る
の
で
あ
る
。

以
上
か
ら
、『
薬
師
瑠
璃
光
如
来
本
願
功
徳
経
』
に
依
る
薬
師
悔
過
は
懺
悔
を

そ
の
内
容
と
し
、
滅
罪
と
戒
の
護
持
を
期
す
る
も
の
だ
っ
た
と
結
論
づ
け
ら
れ

る
。し

た
が
っ
て
、
天
平
十
七
年
の
聖
武
天
皇
の
不
豫
に
際
し
て
お
こ
な
わ
れ
た

薬
師
悔
過
は
、
病
気
の
平
癒
を
直
に
祈
願
す
る
も
の
と
し
て
で
は
な
く
、『
本

願
功
徳
経
』
が
、

彼
刹
帝
利
・
灌
頂
王
等
は
、
爾
の
時
、
応
に
一
切
有
情
に
於
い
て
慈
悲
心
を
起

し
、
諸
の
�
閉
を
赦
し
、
前
き
に
説
け
る
所
の
供
養
の
法
に
依
っ
て
、
彼
世
尊

薬
師
瑠
璃
光
如
来
を
供
養
た
て
ま
つ
る
べ
し
。
此
の
善
根
及
び
彼
の
如
来
の
本

願
力
に
由
る
が
故
に
、（
中
略
）、
一
切
の
悪
相
は
皆
即
ち
隠
没
し
て
、
刹
帝
利

・
灌
頂
王
等
は
、
寿
命
色
力
、
無
病
自
在
に
し
て
皆
増
益
す
る
こ
と
を
得
ん
。

と
し
て
、
薬
師
如
来
へ
の
供
養
は
慈
悲
心
を
以
て
お
こ
な
わ
れ
る
大
赦
と
同
様

の
「
善
根
」
で
あ
り
、
そ
れ
が
王
の
無
病
を
も
た
ら
す
と
位
置
づ
け
て
い
る
の

と
同
様
、
懺
悔
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
滅
罪
が
「
善
根
」
と
な
る
と
い
う
論
理
に

お
い
て
理
解
さ
れ
る
。
天
平
十
七
年
の
薬
師
悔
過
が
放
生
と
と
も
に
お
こ
な
わ

れ
て
い
る
こ
と
も
そ
の
こ
と
を
傍
証
し
よ
う
。
薬
師
如
来
へ
の
懺
悔
は
、
如
来

が
そ
れ
を
摂
受
す
る
こ
と
で
「
滅
罪
」
と
な
る
。
薬
師
如
来
へ
の
祈
り
は
ま
さ

に
罪
か
ら
の
「
救
済
」
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
だ
ろ
う
。

さ
て
、
下
っ
て
平
安
時
代
の
承
和
年
間
に
は
、
国
分
寺
で
の
薬
師
悔
過
が
お

こ
な
わ
れ
て
い（
５２
）
る
。
こ
れ
ら
の
薬
師
悔
過
は
、
い
ず
れ
も
疫
病
の
流
行
に
際
し

て
、
昼
の
金
剛
般
若
経
の
転
読
と
組
み
合
わ
さ
れ
て
夜
に
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
。

天
平
時
代
の
薬
師
悔
過
が
天
皇
の
不
豫
に
際
し
て
お
こ
な
わ
れ
た
の
に
対
し
て
、

同
じ
病
と
は
い
っ
て
も
こ
れ
ら
は
疫
病
と
い
う
社
会
性
の
あ
る
病
が
対
象
と
な

っ
て
い
る
。
こ
の
ふ
た
つ
の
薬
師
悔
過
の
意
味
に
違
い
は
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。

こ
の
時
期
疫
病
は
「
疫
神
」
が
運
ん
で
く
る
と
観
念
さ
れ
て
い
た
。
そ
の
た

め
に
「
防
祭
」
が
お
こ
な
わ
れ
た
の
で
あ
る
。
で
は
、
昼
の
金
剛
般
若
経
転
読

と
夜
の
薬
師
悔
過
と
い
う
儀
礼
は
ど
の
よ
う
な
意
味
に
お
い
て
疫
病
へ
の
効
果

を
果
た
し
た
の
か
。
そ
の
こ
と
は
、『
続
日
本
後
紀
』
承
和
二
年
（
八
三
五
）
四

月
丁
丑
（
三
日
）
条
よ
り
わ
か（
５３
）
る
。
こ
こ
で
は
、
ま
ず
、
疫
病
は
「
鬼
神
」
に
従

っ
て
来
る
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
「
鬼
神
」
は
「
疫
神
」
と
同
義
と
し
て

よ
い
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、「
す
べ
か
ら
く
祈
祷
を
以
て
こ
れ
を
治
む
べ
し
。
又
、

般
若
の
力
は
不
可
思
議
な
り
」
と
し
て
、
大
般
若
経
の
転
読
が
命
じ
ら
れ
て
い

る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
疫
神
を
防
ぐ
効
果
の
あ
る
儀
礼
は
、
般
若
経
典
の
転

読
で
あ
る
こ
と
が
こ
こ
か
ら
わ
か
る
。

昼
の
金
剛
般
若
経
転
読
と
夜
の
薬
師
悔
過
と
い
う
儀
礼
は
、
悔
過
儀
礼
の
六

時
の
行
法
の
う
ち
昼
の
三
時
分
に
経
典
転
読
が
入
り
込
ん
だ
も
の
と
、
す
で
に

佐
藤
道
子
氏
は
指
摘
し
て
い（
５４
）
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
こ
に
は
、
従
来
の
薬
師
悔
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過
に
経
典
転
読
の
新
た
な
意
義
が
加
わ
っ
た
と
い
う
経
緯
が
認
め
ら
れ
、
薬
師

悔
過
自
体
は
従
来
か
ら
の
意
義
を
継
承
し
て
い
る
可
能
性
が
高
い
。
つ
ま
り
、

疫
神
を
防
ぐ
と
い
う
新
し
い
目
的
が
期
さ
れ
て
い
る
と
い
っ
て
も
、
薬
師
悔
過

自
体
が
疫
病
を
封
じ
る
効
果
を
果
た
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
般
若
経
典
を
転

読
す
る
行
者
に
「
滅
罪
」
を
も
た
ら
す
た
め
の
「
懺
悔
」
と
い
う
、
悔
過
本
来

の
意
味
を
正
し
く
保
っ
て
い
る
と
想
定
で
き（
５５
）
る
。

国
分
寺
に
お
い
て
行
者
が
お
こ
な
う
こ
の
よ
う
な
「
悔
過
」
が
、
行
者
当
人

の
滅
罪
の
み
を
果
た
す
も
の
だ
っ
た
と
は
考
え
が
た
い
。
こ
の
場
合
、
行
者
は

国
家
に
よ
っ
て
選
ば
れ
て
悔
過
を
お
こ
な
う
の
で
あ
り
、
ま
た
、
こ
の
仏
事
は

い
ず
れ
も
「
修
善
」
と
位
置
づ
け
ら
れ
て
い（
５６
）る
。
そ
こ
か
ら
、
こ
の
行
者
は
国

家
（
天
皇
）
の
代
替
者
と
し
て
悔
過
を
お
こ
な
い
、
そ
れ
に
よ
っ
て
国
家
自
身
が

「
修
善
」
を
果
た
す
と
い
う
意
味
で
捉
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
。

薬
師
悔
過
の
意
義
を
こ
の
よ
う
に
想
定
し
た
と
き
、
国
分
寺
に
安
置
さ
れ
た

で
あ
ろ
う
仏
像
の
意
味
も
明
瞭
と
な
っ
て
く
る
。
す
で
に
別（
５７
）
稿
で
指
摘
し
た
と

お
り
、
勝
常
寺
諸
像
（
図
１４
）
を
典
型
例
と
す
る
東
北
地
方
に
残
る
諸
仏
は
、
国

分
寺
と
相
似
形
を
な
す
郡
寺
レ
ベ
ル
の
尊
像
構
成
を
伝
え
る
も
の
と
捉
え
ら
れ

る
。
薬
師
三
尊
、
梵
天
・
帝
釈
天
、
四
天
王
を
そ
の
中
核
と
す
る
尊
像
の
う
ち
、

薬
師
如
来
像
は
、
上
記
し
た
と
お
り
、
悔
過
す
る
行
者
の
懺
悔
を
摂
受
し
、
そ

れ
に
よ
っ
て
滅
罪
を
果
た
し
持
戒
を
守
護
す
る
と
い
う
役
割
を
、
ま
た
、
そ
れ

と
組
み
合
わ
さ
れ
た
梵
天
・
帝
釈
天
と
四
天
王
像
は
、
そ
の
行
者
の
お
こ
な
い

を
「
観
察
」
し
、
違
犯
し
た
場
合
に
は
そ
れ
を
「
懲
罰
」
す
る
と
い
う
役
割
を

果
た
し
て
い
る
と
位
置
づ
け
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

と
こ
ろ
で
論
者
は
、
か
つ
て
神
護
寺
薬
師
如
来
像
（
図
１５
）
を
と
り
あ
げ
、
そ

の
意
味
に
つ
い
て
論
じ（
５８
）
た
。
そ
の
中
で
、
こ
の
よ
う
な
平
地
寺
院
と
は
別
に
、

山
の
寺
院
に
は
ま
た
、
立
像
の
薬
師
如
来
像
が
多
く
分
布
し
て
い
る
こ
と
に
言

及
し
た
。
そ
の
理
由
は
次
の
よ
う
に
捉
え
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
の
山
寺
は
そ
こ
に

お
い
て
修
行
す
る
僧
が
持
戒
清
浄
を
獲
得
す
る
場
だ
っ
た
。
上
記
し
た
よ
う
に
、

国
家
の
儀
礼
を
お
こ
な
う
べ
き
行
者
に
は
、
清
浄
性
が
強
く
求
め
ら
れ
た
か
ら

で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
こ
の
よ
う
な
山
寺
も
ま
た
国
家
に
と
っ
て
必
須
の
場
だ

図１４ 薬師如来坐像 勝常寺

図１５ 薬師如来立像 神護寺
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っ
た
。
そ
の
よ
う
な
山
寺
に
は
僧
の
持
戒
を
保
証
す
る
像
が
備
え
ら
れ
た
。
立

形
の
薬
師
如
来
像
は
そ
の
た
め
の
像
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
。
神
護
寺
薬
師

如
来
像
に
見
ら
れ
る
厳
粛
さ
を
極
め
た
表
情
は
、
浄
行
僧
と
対
峙
し
た
、
そ
の

よ
う
な
こ
の
像
の
あ
り
よ
う
を
正
し
く
伝
え
て
い
る
。

（
二
）
十
一
面
悔
過
と
観
音
像

十
一
面
観
音
悔
過
が
、
す
で
に
述
べ
た
薬
師
悔
過
と
大
き
く
異
な
っ
て
い
る

の
は
、
天
平
時
代
の
所
依
経
典
で
あ（
５９
）
る
『
十
一
面
神
呪
心
経
』（
唐
玄
奘
訳
）
が
神

呪
（
陀
羅
尼
）
誦
持
の
功
徳
を
説
い
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
神
呪
を
念
誦
す

る
こ
と
を
通
し
て
、
十
種
の
勝
利
、
四
種
の
功
徳
・
勝
利
を
得
る
こ
と
が
で
き

る
と
す
る
の
だ
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
よ
う
な
功
徳
が
得
ら
れ
る
こ
と
の
根

本
に
「
滅
罪
」
の
力
が
あ
る
と
『
十
一
面
神
呪
心
経
』
が
述
べ
て
い（
６０
）
る
こ
と
に

は
、
よ
り
注
意
を
払
う
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

『
十
一
面
神
呪
心
経
』
に
限
ら
ず
、『
不
空
羂
索
神
呪
心（
６１
）
経
』
を
は
じ
め
と
し

た
奈
良
時
代
に
重
要
視
さ
れ
た
変
化
観
音
経
典
は
、
い
ず
れ
も
陀
羅
尼
の
功
徳

に
よ
る
滅
罪
に
言
及
し
て
い（
６２
）る
。
先
に
み
た
『
千
臂
経
』
に
も
「
当
誦
此
陀
羅

尼
一
百
八
遍
、
是
人
所
有
一
切
罪
障
、
五
逆
重
罪
悉
皆
消
滅
」
と
あ
り
、
陀
羅

尼
の
誦
持
が
滅
罪
を
も
た
ら
す
と
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
陀
羅
尼
の
誦
持
は
、

「
滅
罪
」
と
い
う
回
路
を
も
た
ら
す
が
故
に
、
祈
願
の
成
就
へ
と
通
じ
る
と
い

う
仕
組
み
が
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
れ
は
、
す
で
に
薬
師
悔
過
に
見
た
構
造

と
基
本
的
に
同
質
な
も
の
と
い
え
よ
う
。

さ
て
、『
十
一
面
神
呪
心
経
』
は
そ
の
中
で
、
一
�
手
半
の
十
一
面
観
音
像
の

造
立
を
説
い
て
い
る
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
平
安
時
代
初
期
の
十
一
面

観
音
像
に
像
高
四
〇
�
程
度
の
小
型
の
造
像
例
が
多
い
の
は
、
こ
の
「
一
�
手

半
」（
耶
舎
崛
多
訳
、
阿
地
瞿
多
訳
で
は
一
尺
三
寸
）
が
教
義
的
根
拠
と
な
っ
て
い

る
の
は
確
か
だ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
こ
れ
ら
の
像
は
、『
十
一
面
神
呪
心
経
』
を
所

依
と
し
た
十
一
面
悔
過
の
本
尊
だ
っ
た
可
能
性
が
高
い
。
二
月
堂
に
お
け
る
十

一
面
悔
過
に
お
い
て
、
八
日
目
に
至
っ
て
安
置
さ
れ
る
小
観
音
が
こ
の
悔
過
の

本
尊
で
あ
る
と
目
さ
れ
る
こ
と
が
、
ま
た
そ
れ
を
示
し
て
い
よ
う
。

し
か
し
、
一
方
で
、『
十
一
面
神
呪
心
経
儀
疏
』（
唐
・
慧
沼
撰
、
以
下
『
儀
疏
』

と
す（
６３
）

る
）
は
、「
彼
菩
�
身
量
」
を
問
う
問
い
へ
の
答
え
の
中
で
「
菩
�
身
量
亦

是
處
處
不
同
説
也
」
と
し
て
、
諸
経
を
引
き
な
が
ら
、「
八
十
萬
億
那
由
他
由

旬
」・「
一
丈
」・「
七
尺
」・「
一
�
手
半
」
と
い
う
大
き
さ
を
そ
れ
ぞ
れ
示
し
つ

つ
、「
夫
聖
人
現
身
長
短
不
定
」
と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
記
述
か
ら
は
、
む
し
ろ

観
音
の
自
在
さ
を
強
調
す
る
意
図
が
窺
わ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、『
十
一
面
神

呪
心
経
』
を
所
依
と
し
て
い
て
も
、
十
一
面
観
音
像
の
大
き
さ
は
さ
ま
ざ
ま
で

あ
る
と
い
う
理
解
が
あ
っ
た
可
能
性
が
生
じ
る
。「
一
�
手
半
」
像
は
そ
の
う
ち

の
ひ
と
つ
で
あ
っ
た
。

で
は
、
こ
の
悔
過
に
お
い
て
「
像
」
の
担
う
役
割
と
は
何
で
あ
ろ
う
か
。

ま
ず
、
像
を
造
立
す
る
目
的
に
つ
い
て
は
、『
十
一
面
神
呪
心
経
』
に
「
若
し

此
の
神
呪
を
成
立
せ
ん
と
欲
さ
ば
、
応
当
に
先
ず
堅
好
に
し
て
無
隙
の
白
栴
檀

香
を
以
て
観
自
在
菩
�
像
を
刻
み
作
れ
。」
と
あ
り
、
そ
れ
が
「
神
呪
の
成
立
」

を
も
た
ら
す
こ
と
に
あ
る
こ
と
が
示
さ
れ
る
。
こ
の
一
�
手
半
像
の
造
像
は
、

神
呪
の
功
徳
と
直
接
つ
な
が
っ
て
い
る
。

で
は
、
悔
過
と
い
う
儀
礼
の
中
で
像
は
ど
の
よ
う
な
役
割
を
果
た
し
た
の
か
。

そ
の
こ
と
を
よ
く
示
す
の
が
、『
儀
疏
』
の
以
下
の
一
節
で
あ
る
。

も
し
観
世
音
を
必
ず
白
檀
木
像
に
依
ら
ば
、
瑞
応
を
現
す
な
り

像
は
必
ず
白
檀
を
用
い
て
作
る
べ
き
だ
が
、
も
し
得
ら
れ
な
い
場
合
は
「
栢

17 8 (2006)



木
」
を
も
っ
て
像
を
作
れ
と
す
る
、
代
用
檀
像
の
根
拠
を
語
る
著
名
な
一
節
の

次
に
、
こ
の
記
述
が
あ
る
。
白
檀
を
用
い
る
理
由
は
、
観
音
が
「
瑞
応
を
現
す
」

た
め
で
あ
る
と
す
る
の
だ
。
こ
の
「
瑞
応
」
と
は
何
か
。

『
儀
疏
』
は
「
自
爾
時
大
地
山
及
然
揺
動
下
第
九
顕
験
徴
瑞
也
」
と
し
て
、

以
下
に
「
験
徴
瑞
」
に
つ
い
て
解
説
を
加
え
て
い
る
。
こ
れ
は
、『
十
一
面
神
呪

心
経
』
に
、

そ
の
時
、
大
地
岌
然
と
し
て
揺
震
せ
ん
。
此
れ
に
よ
り
像
の
身
も
ま
た
即
ち
運

動
し
、
最
上
面
の
口
中
よ
り
声
を
出
だ
し
、
行
者
を
讃
え
て
言
く
、
善
き
哉
、

善
き
哉
、
善
男
子
よ
、
汝
は
能
く
是
の
如
く
懃
苦
し
て
求
願
せ
り
。
我
、
当
に

汝
の
所
願
を
満
足
せ
し
む
べ
し
。
汝
を
し
て
此
に
於
て
空
に
騰
り
て
去
か
し
め

ん
。
或
い
は
ま
た
、
汝
の
遊
ぶ
所
を
し
て
無
礙
な
ら
し
め
ん
。
或
は
持
呪
仙
人

の
中
の
王
と
作
し
、
或
は
我
の
如
く
自
在
無
障
な
ら
し
め
ん
。

と
あ
る
部
分
に
対
応
す
る
。「
瑞
応
」
は
こ
の
部
分
を
指
し
て
い
る
と
み
て
よ
い

だ
ろ
う
。『
儀
疏
』
に
よ
れ
ば
そ
れ
は
、「
動
像
」
と
「
出
声
」
で
あ
る
。
そ
し

て
、「
木
は
こ
れ
心
無
し
。
何
の
故
に
か
動
き
声
を
出
だ
す
や
」
と
い
う
問
い
に

対
し
て
、
そ
れ
に
は
「
三
義
」
あ
る
と
し
、
一
は
「
行
人
の
心
の
誠
な
る
」
こ

と
、
二
は
「
願
の
強
盛
な
る
故
」、
三
は
「
菩
�
の
願
の
重
き
故
」
と
そ
の
理
由

を
示
し
て
い
る
。

こ
れ
に
よ
っ
て
、「
像
」
の
機
能
は
ほ
ぼ
あ
き
ら
か
と
な
る
。
す
な
わ
ち
、
白

檀
十
一
面
観
音
像
の
役
割
と
は
、
そ
の
前
の
行
者
の
「
心
」
の
誠
な
る
こ
と
と

「
願
」
の
強
盛
な
る
こ
と
に
応
じ
て
、
動
き
、
ま
た
声
を
発
し
て
、
観
音
が
自

身
の
誓
願
力
を
発
揮
し
た
こ
と
を
行
者
に
対
し
て
示
す
こ
と
に
あ
る
。
つ
ま
り
、

し
る
し

「
験
」
を
あ
ら
わ
す
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
「
験
」＝

「
霊
験
」
が
、
現
実
の
像
に
対
し
て
意
識
さ
れ
て
い
る

事
例
を
ま
ず
見
よ
う
。
著
名
な
法
華
寺
十
一
面
観
音
像
（
図
１６
）
が
そ
れ
で
あ
る
。

『
法
花
滅
罪
寺
縁
起
』（
嘉
元
二
年
〈
一
三
〇（
６４
）

四
〉）
に
は
、
法
華
寺
の
比
丘
尼
文

篋
房
が
十
一
面
観
音
像
の
前
で
「
観
音
講
」
を
お
こ
な
っ
た
と
き
の
光
景
が
描

か
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
像
の
顔
を
見
上
げ
る
と
、「
こ
う
い
ろ
（
紅
色
）
な
る

も
の
」
が
二
分
ば
か
り
頂
上
に
出
現
し
て
き
た
。
奇
異
の
思
い
で
人
々
と
と
も

に
よ
く
み
る
と
そ
れ
は
「
化
仏
」
だ
っ
た
。
後
に
、
白
・
黄
色
と
な
っ
て
九
分

ば
か
り
出
で
、
相
好
が
具
足
し
た
。
諸
人
は
尊
び
つ
つ
化
仏
に
触
れ
た
。
そ
の

後
、
化
仏
は
十
一
面
の
左
右
の
顔
の
陰
に
隠
れ
た
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

こ
の
描
写
は
、
像
に
ど
の
よ
う
な
霊
験
が
期
待
さ
れ
て
い
た
か
と
い
う
こ
と

を
明
瞭
に
示
す
も
の
だ
。
そ
の
特
色
は
以
下
の
三
点
に
整
理
で
き
る
。（
１
）
頂

上
に
出
現
し
た
「
化
仏
」
は
次
第
に
大
き
く
な
り
そ
し
て
消
え
る
。
つ
ま
り
動

き
を
伴
う
。（
２
）「
化
仏
」
の
色
が
変
化
す
る
。（
３
）
人
々
が
「
化
仏
」
に
触
れ

る
。（
１
）（
２
）
を
通
し
て
、
霊
験
は
ま
ず
視
覚
的
な
も
の
だ
っ
た
こ
と
が
わ
か

り
、（
３
）
に
よ
っ
て
そ
れ
が
さ
ら
に
触
覚
と
関
わ
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

図１６ 十一面観音立像 法華寺
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い
ず
れ
に
し
ろ
、
こ
の
霊
験
の
主
役
は
「
化
仏
」
で
あ
る
。
で
は
、
こ
の
「
化

仏
」
と
は
何
か
。

頂
上
に
現
れ
た
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
れ
は
十
一
面
観
音
の
頂
上
仏

に
相
当
す
る
と
見
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
論
者
は
か
つ
て
、
山
形
宝
積
院
十
一
面
観

音
像
（
図
１７
）
を
と
り
あ
げ
、
こ
の
頂
上
仏
に
考
察
を
加
え（
６５
）
た
。
経
軌
に
説
か
れ

る
「
仏
面
」
で
は
な
く
、
身
体
を
と
も
な
っ
た
「
半
身
像
」
と
し
て
あ
ら
わ
さ

れ
る
特
徴
に
つ
い
て
、
そ
れ
を
唐
か
ら
継
承
さ
れ
た
図
像
と
し
て
位
置
づ
け
た

の
で
あ
る
。
こ
の
観
点
自
体
は
現
在
な
お
有
効
だ
ろ
う
が
、
そ
の
移
入
経
路
を

円
仁
請
来
像
に
限
定
し
た
捉
え
方
に
は
修
正
が
必
要
だ
ろ
う
と
思
っ
て
い
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
よ
り
重
要
な
問
題
は
こ
の
図
像
の
意
味
で
あ
る
。
こ
の
点
へ

の
論
及
が
初
期
に
は
欠
落
し
て
い
た
が
、
そ
の
後
、
こ
れ
を
「
変
現
相
」
と
す

る
解
釈
を
示
し（
６６
）
た
。

十
一
面
観
音
の
頂
上
面
の
特
殊
な
意
味
に
つ
い
て
は
、
そ
の
後
奥
健
夫
氏
が

論
じ（
６７
）
た
。
氏
は
清
凉
寺
釈
迦
如
来
像
に
由
来
す
る
波
状
髪
形
式
が
十
二
世
紀
以

降
、
十
一
面
観
音
の
頂
上
面
に
見
ら
れ
る
こ
と
を
指
摘
し
、
そ
の
理
由
を
、
頂

上
面
に
期
待
さ
れ
た
疫
病
消
除
の
効
験
を
、
生
身
仏
の
形
式
を
示
す
こ
と
で
拝

者
に
「
確
信
さ
せ
る
た
め
」
に
あ
る
と
し
た
。
拝
者
に
確
信
さ
せ
る
と
い
う
こ

の
観
点
は
た
い
へ
ん
重
要
だ
。

『
儀
疏
』
が
「
瑞
応
」
の
ひ
と
つ
と
す
る
「
出
声
」
が
「
最
上
面
」
に
よ
っ

て
な
さ
れ
る
こ
と
は
、
頂
上
仏
が
ど
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
期
待
さ
れ
て
い
た

か
を
考
え
る
上
で
の
最
も
重
要
な
前
提
で
あ
る
。
法
華
寺
像
に
お
い
て
、
そ
の

霊
験
が
頂
上
仏
を
通
し
て
実
感
さ
れ
た
と
み
る
根
拠
が
こ
こ
に
あ
る
。
さ
ら
に
、

そ
の
霊
験
が
「
観
音
講
」
の
際
に
あ
ら
わ
れ
た
と
『
法
花
滅
罪
寺
縁
起
』
が
記

す
こ
と
に
注
目
し
た
い
。
こ
こ
か
ら
は
、
霊
験
は
像
の
前
で
の
祈
り
に
応
え
て

生
じ
る
と
い
う
了
解
事
項
の
存
在
が
窺
え
る
。
こ
れ
は
、「
瑞
応
」
に
つ
い
て
の

『
儀
疏
』
の
説
明
と
ま
さ
に
符
合
す
る
。

で
は
、
こ
の
祈
り
の
中
核
を
な
す
も
の
は
何
か
。
そ
れ
が
、『
十
一
面
神
呪
心

経
』
に
「
此
像
を
造
り
已
り
て
求
願
せ
ん
と
欲
さ
ば
、
新
浄
衣
を
著
け
斎
戒
を

受
持
せ
よ
。
白
月
一
日
よ
り
第
八
日
に
至
る
ま
で
、
毎
日
三
時
、
此
呪
を
念
誦

せ
よ
。
一
百
八
遍
、
或
い
は
無
量
遍
な
り
。」
と
説
か
れ
る
と
お
り
の
、
陀
羅
尼

の
念
誦
と
い
う
こ
と
に
な
ろ（
６８
）
う
。
し
た
が
っ
て
、
十
一
面
観
音
の
頂
上
仏
は
、

そ
の
よ
う
な
陀
羅
尼
の
念
誦
に
観
音
が
応
え
た
こ
と
の
証
明
と
し
て
霊
験
を
示

す
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
こ
で
、
法
華
寺
像
の
頂
上
仏
が
半
身
像
を
あ
ら
わ
す
（
図
１８
）
点
に
あ
ら
た

め
て
注
目
し
た
い
。
半
身
像
が
「
変
現
相
」
で
あ
る
と
い
う
解
釈
に
つ
い
て
は

す
で
に
触
れ
た
が
、
半
身
図
像
が
示
す
そ
の
よ
う
な
意
味
は
、
敦
煌
莫
高
窟
第

三
二
〇
窟
北
壁
観
無
量
寿
経
変
相
序
分
義
（
図
１９
）
の
例
の
よ
う
に
、
中
国
に
そ

の
淵
源
を
も
と
め
る
こ
と
が
で
き（
６９
）
る
。
頂
上
仏
に
期
待
さ
れ
た
霊
験
の
ひ
と
つ

が
、
出
現
と
消
滅
と
い
う
現
象
だ
っ
た
こ
と
を
踏
ま
え
る
な
ら
ば
、
頂
上
仏
半

身
像
は
そ
の
よ
う
な
霊
験
を
示
す
も
の
と
し
て
意
識
的
に
造
形
さ
れ
た
と
想
定

し
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
頂
上
仏
を
半
身
像
と
す
る
十
一
面
観
音
像
に
は
、
こ
の

ほ
か
に
道
明
寺
像
、
薬
師
寺
像
な
ど
が
知
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
の
中
で
も
大
阪

図１７ 十一面観音立像
宝積院（山形市）
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長
円
寺
十
一
面
観
音
像
は
、

髻
を
割
っ
て
顕
現
す
る
仏
の

様
子
（
図
２０
）
を
よ
く
表
す

も
の
と
し
て
注
目
さ
れ
る
。

こ
の
よ
う
な
解
釈
に
関
連

す
る
も
の
と
し
て
、
す
で
に

井
上
一
稔
氏
は
、
十
一
面
観

音
像
（
図
１６
）
に
み
ら
れ
る

「
動
き
」
を
観
音
の
来
臨
を

知
ら
せ
る
証
徴
と
し
て
位
置

づ
け（
７０
）
た
。
卓
見
と
い
う
べ
き

だ
ろ
う
。
法
華
寺
十
一
面
像

の
手
先
や
足
先
が
見
せ
る
反
り
、
髪
や
天
衣
が
示
す
風
も
ま
た
「
霊
験
」
を
示

し
て
い
る
と
捉
え
る
こ
と
で
、
こ
の
像
を
悔
過
の
場
に
正
し
く
位
置
づ
け
る
こ

と
が
で
き
る
。
本
稿
で
の
頂
上
仏
へ
の
解
釈
も
、
同
様
の
観
点
に
基
づ
く
。
つ

ま
り
、
悔
過
の
場
の
像
と
は
、
祈
り
に
応
え
る
霊
験
を
示
す
も
の
と
し
て
期
待

さ
れ
て
い
た
と
結
論
づ
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

そ
の
よ
う
な
霊
験
は
行
者
に
よ
る
陀
羅
尼
の
念
誦
に
応
じ
て
も
た
ら
さ
れ
る
。

陀
羅
尼
の
念
誦
は
滅
罪
の
成
就
を
期
し
て
お
こ
な
わ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
し

た
が
っ
て
、
像
の
示
す
霊
験
と
は
「
滅
罪
」
成
就
の
証
明
と
し
て
解
釈
さ
れ
る

だ
ろ
う
。
長
安
宝
慶
寺
の
石
造
十
一
面
観
音
像
（
奈
良
国
立
博
物
館
）（
図
２１
）
が
、

右
手
に
「
滅
罪
」
と
書
か
れ
た
印
章
を
執
っ
て
い
る
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い

る
。
こ
の
こ
と
は
、
則
天
武
后
期
の
唐
に
お
い
て
、
十
一
面
観
音
に
「
滅
罪
」

を
期
待
し
て
い
た
こ
と
を
直
接
示
す
も
の
だ
が
、
経
軌
に
は
説
か
れ
な
い
こ
の

印
章
と
い
う
持
物
も
ま
た
、
観
音
の
霊
験
を
示
し
て
い
る
と
捉
え
ら
れ
る
だ
ろ

図１８ 十一面観音立像部分（頂上仏） 法華寺

図２０ 十一面観音立像 長円寺（大阪府）

図１９ 敦煌莫高窟第３２０窟北壁 観無量寿経変相序分義
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う
。
行
者
の
念
誦
に
よ
り
、
文
字
通
り
「
滅
罪
」
成
就
を
証
明
す
る
印
が
与
え

ら
れ
た
の
だ
。

こ
こ
ま
で
、
十
一
面
観
音
像
の
示
す
霊
験
を
か
た
ち
の
上
か
ら
み
て
き
た
。

次
に
問
題
と
な
る
の
は
そ
の
素
材
で
あ
る
。
白
檀
（
栢
木
）
の
採
用
は
霊
験
へ
の

期
待
に
あ
る
と
す
る
『
義
疏
』
の
解
釈
に
つ
い
て
は
す
で
に
触
れ
た
。
一
方
、

近
年
、
八
・
九
世
紀
の
日
本
の
木
彫
像
の
大
半
が
カ
ヤ
に
よ
っ
て
造
ら
れ
て
い

る
こ
と
が
あ
き
ら
か
に
さ
れ（
７１
）
た
。
ま
た
、
こ
の
カ
ヤ
が
『
義
疏
』
の
い
う
「
栢

木
」
に
相
当
す
る
樹
種
と
し
て
日
本
で
認
識
さ
れ
て
い
た
こ
と
も
早
く
に
指
摘

さ
れ
て
い（
７２
）
る
。『
義
疏
』
の
意
識
に
基
づ
く
な
ら
ば
、
こ
の
現
象
の
理
由
は
霊
験

へ
の
期
待
に
あ
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
人
々
は
、
像
へ
の
期
待

を
素
材
と
い
う
点
に
お
い
て
も
意
識
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
現

存
す
る
白
檀
ま
た
は
カ
ヤ
の
「
一
�
手
半
」
十
一
面
観
音
像＝

十
一
面
観
音
檀

像
は
、
大
き
さ
と
素
材
の
二
つ
の
点
か
ら
、
悔
過
の
像
と
し
て
造
立
さ
れ
た
可

能
性
は
き
わ
め
て
高
い
。「
動
き
」
を
伴
う（
７３
）
像
、
あ
る
い
は
半
身
頂
上
仏
を
伴
う

像
が
こ
の
タ
イ
プ
に
多
い
こ
と
も
そ
れ
を
傍
証
し
よ
う
。
つ
ま
り
、「
檀
像
」
は

そ
も
そ
も
霊
験
像
と
し
て
期
待
さ
れ
て
い
た
と
い
え
る
だ
ろ（
７４
）
う
。

悔
過
の
場
の
木
彫
像
に
対
す
る
意
識
は
さ
ら
に
、『
儀
疏
』
の
「
木
は
こ
れ
心

無
し
。
何
の
故
に
か
動
き
声
を
出
だ
す
や
。」
と
い
う
疑
問
を
通
し
て
よ
り
深

く
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
こ
に
は
、
像
は
あ
く
ま
で
も
木
で
し
か
な
い
と
い

う
意
識
が
認
め
ら
れ
る
。
こ
れ
と
同
一
の
観
念
は
ま
た
、『
日
本
霊
異
記
』
に
も

み
え
る
。
中
巻
第
二
十
六
話
の
吉
野
郡
越
部
村
岡
堂
に
居
え
置
か
れ
た
像
に
与

え
ら
れ
た
、「
木
は
是
心
无
し
、
何
に
し
て
声
を
出
さ
む
。
唯
し
聖
霊
の
示
し
た

ま
へ
ら
く
の
み
」
と
い
う
評（
７５
）
価
や
、
下
巻
第
二
十
八
話
の
「
仏
は
肉
身
に
非
ず
。

何
ぞ
痛
み
病
む
こ
と
有
む
や
。
誠
に
知
る
、
聖
心
の
示
現
な
る
こ
と
を
。
」
と
い

う
一
節
が
そ
れ
に
あ
た
る
。
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
、
像
の
背
後
の
「
聖
霊
」・

「
聖
心
」
を
重
視
し
て
お
り
、
像
は
あ
く
ま
で
も
霊
験
を
示
す
メ
デ
ィ
ア
に
過

ぎ
な
い
と
い
う
意
識
が
そ
こ
か
ら
見
て
取
れ（
７６
）る
。
つ
ま
り
、
像
は
そ
の
前
で
の

祈
り
を
前
提
に
し
な
け
れ
ば
意
味
を
持
ち
得
な
い
の
だ
。
こ
の
こ
と
を
い
い
か

え
る
な
ら
ば
、
仏
像
礼
拝
の
場
に
お
い
て
重
要
な
の
は
像
自
身
の
力
で
は
な
く
、

背
後
世
界
か
ら
の
感
応
を
可
能
に
す
る
礼
拝
者
自
身
の
あ
り
よ
う
と
い
う
こ
と

に
な
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
、
す
で
に
、
天
平
宝
字
元
年
（
七
五
七
）
と
神
護
景
雲
三
年
（
七
六

九
）
の
宣
命
中
に
み
え
る
、
罪
を
暴
く
不
可
思
議
威
神
力
を
持
っ
た
「
観
世
音

菩
�
像
」
が
、
天
平
十
二
年
（
七
四
〇
）
勅
の
七
尺
観
音
菩
�
像
に
相
当
す
る
と

い
う
解
釈
を
示
し
た
。
こ
の
七
尺
観
音
像
が
藤
原
広
嗣
の
乱
を
契
機
に
造
立
さ

れ
た
経
緯
は
、
こ
の
像
の
機
能
を
罪
の
監
視
に
あ
る
と
し
た
本
稿
の
解
釈
を
傍

証
し
よ
う
。「
七
尺
観
音（
７７
）
像
」
は
、
罪
の
監
視
者
・
審
判
者
と
い
う
明
瞭
な
機
能

を
負
っ
た
像
と
し
て
位
置
づ
け
う
る
。

こ
こ
か
ら
、
奈
良
時
代
の
観
音
像
は
、
霊
験
を
示
す
像
と
し
て
と
、
罪
の
監

視
者
・
審
判
者
と
し
て
の
ふ
た
つ
の
異
な
っ
た
側
面
に
お
い
て
把
握
さ
れ
る
こ

と
に
な
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
こ
こ
で
捉
え
た
観
音
像
の
ふ
た
つ
の
性
格
は
、
罪
へ
の
対

応
の
表
裏
を
形
成
し
て
い
る
こ
と
に
気
づ
く
必
要
が
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
審
判

と
救
済
と
い
う
二
面
で
あ
る
。
こ
の
点
を
踏
ま
え
れ
ば
、
現
実
に
作
ら
れ
た
像

図２１ 石造十一面観音像
（長安宝慶寺伝来）
奈良国立博物館
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が
こ
の
ふ
た
つ
の
性
質
を
は
っ
き
り
と
分
掌
し
て
い
る
と
み
る
必
要
は
な
い
だ

ろ
う
。
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、『
儀
疏
』
は
観
音
の
大
き
さ
の
自
在
さ
を
意
識

し
て
い
た
。
し
た
が
っ
て
、
現
実
の
観
音
像
は
、
大
き
さ
に
伴
っ
て
意
味
が
厳

密
に
規
定
さ
れ
て
い
た
と
は
見
な
し
が
た
い
。
儀
軌
と
は
符
合
し
な
い
等
身
の

薬
師
寺
十
一
面
観
音
像
に
半
身
頂
上
仏
が
見
ら
れ
る
こ
と
（
図
２２
）、「
一
�
手

半
」
像
の
範
囲
に
含
ま
れ
る
霊
山
寺
十
一
面
観
音
像
が
審
判
者
に
ふ
さ
わ
し
い

厳
粛
な
相
を
示
す
（
図
２３
）
と
い
う
事
例
が
そ
の
こ
と
を
示
し
て
い
よ
う
。
こ
の

「
七
尺
観
音
像
」
に
も
そ
の
よ
う
な
二
面
が
あ
っ
た
は
ず
だ
。
つ
ま
り
、
観
音

像
は
、
コ
ン
テ
ク
ス
ト
に
応
じ
て
審
判
と
滅
罪
と
い
う
ふ
た
つ
の
役
割
を
果
た

し
え
た
と
い
う
状
況
を
想
定
し
た
方
が
実
態
に
即
し
て
い
る
だ
ろ
う
。

九
世
紀
に
、
悔
過
に
お
い
て
霊
験
が
重
要
視
さ
れ
た
こ
と
は
、『
続
日
本
後

紀
』
承
和
七
年
（
八
四
〇
）
六
月
十
四
日
条
に
、
読
経
悔
過
を
お
こ
な
う
べ
き
場

所
と
し
て
、「
十
五
大
寺
」
と
と
も
に
、「
城
外
崇
山
諸
有
験
之
寺
」
が
示
さ
れ

て
い
る
こ
と
か
ら
も
窺
わ
れ
る
。
悔
過
の
場
と
し
て
の
「
有
験
之
寺
」
が
、
そ

こ
に
祀
ら
れ
る
像
を
前
提
と
し
て
い
る
こ
と
は
、
上
述
し
た
と
お
り
悔
過
に
お

い
て
「
験
」
を
あ
ら
わ
す
の
が
像
で
あ
る
こ
と
か
ら
導
か
れ
る
。
さ
ら
に
、
そ

の
よ
う
な
霊
験
寺
の
具
体
的
な
名
前
は
、『
続
日
本
後
紀
』
承
和
十
四
年
（
八
四

七
）
十
二
月
丙
辰
条
に
「
大
和
国
城
上
郡
長
谷
山
寺
、
高
市
郡
壼
坂
山
寺
は
、

元
來
の
靈
驗
の
蘭
若
な
り
。」
と
あ
り
、
ま
た
、『
三
代
実
録
』
仁
和
元
年
（
八

八
五
）
十
月
三
日
甲
寅
条
に
「
大
和
国
霊
験
山
寺
は
、
長
谷
壺
坂
両
精
舎
あ
り
。

並
び
に
灯
分
稲
あ
り
て
、
国
司
に
付
し
て
出
挙
す
べ
し
。
但
し
子
嶋
山
寺
に
至

り
て
は
、
凡
そ
其
の
霊
験
彼
両
寺
の
亜
な
り
。」
と
あ
る
こ
と
よ
り
知
ら
れ
る
。

長
谷
寺
、
壺
坂
寺
、
子
嶋
寺
の
い
ず
れ
も
が
観
音
の
寺
と
し
て
古
来
著（
７８
）
名
な

こ
と
か
ら
、
こ
れ
ら
の
霊
験
が
観
音
に
よ
る
こ
と
は
ま
ず
間
違
い
な
か
ろ
う
。

加
え
て
、
承
和
七
年
の
「
有
験
之
寺
」
も
悔
過
の
場
と
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
こ

こ
に
観
音
像
が
含
意
さ
れ
て
い
る
可
能
性
も
高
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
こ
に

観
音
の
呼
称
自
体
が
み
え
な
い
こ
と
に
は
よ
り
注
意
が
必
要
で
あ
る
。
つ
ま
り
、

こ
の
段
階
で
は
ま
だ
霊
験
を
示
す
像
そ
の
も
の
へ
の
意
識
は
低
く
、
む
し
ろ
霊

験
が
あ
ら
わ
れ
る
場
へ
の
関
心
の
方
が
強
い
こ
と
が
窺
え
る
か
ら
で
あ
る
。
本

来
霊
験
は
観
音
一
般
に
期
待
さ
れ
る
も
の
だ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
ど
の
像
に

祈
る
か
と
い
う
こ
と
よ
り
も
、
ど
の
よ
う
な
場
で
祈
れ
ば
よ
り
霊
験
を
得
や
す

図２３ 十一面観音像頭部 霊山寺

図２２ 十一面観音立像頭部（頂上仏） 薬師寺
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い
か
と
い
う
こ
と
に
関
心
を
向
け
て
い
た
人
々
の
メ
ン
タ
リ
テ
ィ
が
こ
こ
か
ら

見
え
て
く
る
。
そ
の
後
、
霊
験
所
は
拡
大
し
て
ゆ
く
。
下
っ
て
『
梁
塵
秘
抄
』

は
、「
観
音
験
を
見
す
る
寺
」
と
し
て
、
清
水
寺
、
石
山
寺
、
長
谷
寺
、
粉
河
寺
、

彦
根
山
寺
、
六
角
堂
な
ど
を
あ（
７９
）
げ
、
特
定
の
寺
院
に
帰
属
す
る
霊
験
観
音
と
い

う
あ
り
方
を
よ
り
明
瞭
に
示
し
て
ゆ
く
。
霊
験
が
特
定
の
像
の
属
性
と
し
て
意

識
さ
れ
て
ゆ
く
経
緯
が
こ
こ
に
は
見
え
る
。

お

わ

り

に

以
上
の
と
お
り
、
悔
過
に
関
わ
る
像
と
し
て
、
梵
天
・
帝
釈
天
・
四
天
王
、

薬
師
如
来
像
、
十
一
面
観
音
像
を
と
り
あ
げ
、
そ
の
意
味
を
考
察
し
て
き
た
。

そ
こ
か
ら
導
か
れ
る
の
は
、「
悔
過
の
場
」
で
の
礼
拝
者
と
の
関
わ
り
方
に
よ
っ

て
、
意
味
の
位
相
を
違
え
る
像
の
あ
り
よ
う
で
あ
る
。
梵
天
・
帝
釈
・
四
天
王

に
は
悔
過
の
前
提
と
な
る
お
こ
な
い
の
観
察
者
と
し
て
の
役
割
が
あ
る
。
し
た

が
っ
て
、
こ
れ
ら
六
尊
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
主
尊
と
組
み
合
わ
さ
れ
る
こ
と
が
可

能
と
な（
８０
）
る
。
一
方
、「
尊
別
悔
過
」
の
本
尊
と
さ
れ
る
、
薬
師
如
来
像
、
十
一
面

観
音
像
は
、
こ
の
場
の
主
役
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
尊
は
、
悔
過
の
本
義
で
あ
る

「
懺
悔
」
と
そ
こ
か
ら
も
た
ら
さ
れ
る
「
滅
罪
」
へ
の
期
待
を
引
き
受
け
る
と

い
う
あ
り
方
が
明
瞭
と
な
っ（
８１
）
た
。
し
た
が
っ
て
、「
悔
過
」
と
は
何
か
と
問
う
な

ら
ば
、
仏
像
と
の
関
わ
り
に
お
い
て
は
ま
ず
「
懺
悔
」
と
し
て
捉
え
る
べ
き
と

考
え
る
。
陀
羅
尼
の
誦
持
と
い
う
古
密
教
を
特
色
づ
け
る
儀
礼
で
あ
っ
て
さ
え

も
、
そ
こ
に
期
さ
れ
て
い
た
こ
と
の
第
一
は
「
滅
罪
」
で
あ
っ
た
。
紙
幅
の
関

係
で
本
稿
で
は
触
れ
な
か
っ
た
吉
祥
悔
過
で
も
、
そ
の
主
旨
を
「
滅
罪
」
そ
の

も
の
に
置
く
、
貞
観
十
八
年
（
八
七
六
）
六
月
十
九
日
の
太
政
官（
８２
）
符
の
例
が
あ
る
。

「
滅
罪
」
の
成
就
が
な
ぜ
望
ま
れ
る
の
か
と
い
う
こ
と
の
理
由
は
明
白
で
あ

る
。
そ
れ
が
、
祈
願
成
就
の
た
め
の
「
善
因
」
と
な
る
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。

因
果
を
原
理
と
す
る
思（
８３
）
考
の
中
で
は
、
善
果
は
善
因
が
な
け
れ
ば
得
ら
れ
な
い
。

障
り
が
あ
る
限
り
、
善
果
は
得
ら
れ
な
い
の
だ
。
そ
の
点
か
ら
、
古
代
の
人
々

が
、「
悔
過
」
と
い
う
行
為
に
求
め
た
の
が
祈
願
の
成
就
そ
の
も
の
だ
っ
た
と

は
考
え
に
く
い
。
彼
ら
の
メ
ン
タ
リ
テ
ィ
の
中
で
切
に
求
め
ら
れ
た
の
は
善
因

で
あ
り
、
祈
願
は
あ
く
ま
で
も
そ
の
果
と
し
て
の
み
も
た
ら
さ
れ
る
と
理
解
さ

れ
て
い
た
は
ず
だ
か
ら
で
あ
る
。
仏
像
へ
の
祈
り
は
、
こ
の
善
因
の
獲
得
を
目

的
と
し
て
お
こ
な
わ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、「
悔
過
」
法
会
が

結
果
と
し
て
利
益
を
も
た
ら
す
も
の
だ
と
し
て
も
、「
懺
悔
」
を
通
し
て
「
滅

罪
」
を
得
る
と
い
う
回
路
を
無
視
し
て
、「
悔
過
」
の
意
義
を
語
る
こ
と
は
で
き

な
い
。

吉
祥
悔
過
、
薬
師
悔
過
は
国
家
が
お
こ
な
っ
た
「
滅
罪
」
で
あ
る
。
そ
し
て
、

そ
の
場
の
中
心
は
国
分
寺
だ
っ
た
。『
金
光
明
最
勝
王
経
』
に
あ
ら
わ
れ
る
業
障

除
滅
の
利（
８４
）
益
を
前
提
に
、
す
で
に
上
川
通
夫
氏
は
、
国
分
寺
が
、
王
権
に
よ
っ

て
創
出
さ
れ
た
、
懺
悔
・
滅
罪
に
よ
っ
て
清
浄
性
を
保
持
す
る
場
だ
っ
た
と
指

摘
し
て
い（
８５
）る
。
祈
願
成
就
の
前
提
を
重
視
す
る
こ
の
見
方
は
、
本
稿
の
立
場
と

共
通
す
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
悔
過
法
会
が
、
祈
願
成
就
を
期
し
て
い
る
こ
と
も
ま
た
揺

る
が
な
い
事
実
で
あ
る
。
尊
別
悔
過
は
、
病
・
疫
病
に
対
す
る
薬
師
悔
過
、「
人

主
安
穏
・
黎
庶
和
楽
」
の
た
め
の
十
一
面
悔（
８６
）
過
、
広
汎
な
祈
願
に
対
応
す
る
吉

祥
悔（
８７
）
過
と
い
う
よ
う
に
、
祈
願
の
種
類
に
応
じ
て
ゆ
る
や
か
に
分
類
さ
れ
る
。

こ
れ
ら
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
所
依
経
典
が
説
く
功
能
に
対
応
し
て
い
る
と
み
な
せ

よ
う
。
悔
過
が
も
た
ら
す
功
能
は
い
ず
れ
も
現
世
利
益
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、

悔
過
に
よ
る
「
滅
罪
」
と
は
、「
現
報
」
を
得
る
た
め
の
「
善
因
」
と
い
う
意
味

に
お
い
て
把
握
さ
れ
る
べ
き
だ
ろ
う
。
加
え
て
、
国
分
寺
七
重
塔
内
の
金
字
金
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光
明
最
勝
王
経
に
は
、「
知
識
」
と
し
て
定
義
さ
れ
た
国
家
か
ら
離
脱
す
る
罪
を

監
視
す
る
機
能
が
あ
る
こ
と
を
述
べ
た
。
ま
た
、
同
様
の
機
能
を
も
つ
梵
天
・

帝
釈
・
四
天
王
の
組
み
合
わ
せ
は
『
金
光
明
最
勝
王
経
』
を
典
拠
と
し
て
い
る

と
考
え
ら
れ
る
。
天
平
十
三
年
（
七
四
一
）
の
国
分
寺
建
立（
８８
）
詔
の
最
末
に
載
る

「
願
若
悪
君
邪
臣
犯
破
此
願
者
、
彼
人
及
子
孫
必
遇
災
禍
、
世
世
長
生
無
仏
法

處
」
と
い
う
願
文
に
あ
る
と
お
り
、
国
分
寺
は
「
悪
君
邪
臣
」
の
罪
を
監
視
す

る
場
で
も
あ（
８９
）
る
。
そ
の
よ
う
な
国
分
寺
で
悔
過
法
会
が
お
こ
な
わ
れ
た
。
し
た

が
っ
て
、「
金
光
明
四
天
王
護
国
之
寺
」
と
称
さ
れ
た
国
分
寺
は
、
罪
の
監
視
と

滅
罪
の
二
面
に
お
い
て
、
護
国
す
な
わ
ち
「
現
報
」
を
祈
願
す
る
場
と
し
て
構

想
さ
れ
た
と
想
定
で
き（
９０
）
る
。

悔
過
の
意
味
を
こ
の
よ
う
に
捉
え
る
と
、
平
安
時
代
初
頭
に
空
海
に
よ
っ
て

も
た
ら
さ
れ
た
純
密
は
、
仏
教
儀
礼
の
意
味
を
、「
滅
罪
」
と
い
う
回
路
を
経
由

せ
ず
、
具
体
的
な
効
験
を
直
接
も
た
ら
す
修
法
へ
と
大
き
く
転
換
さ
せ
た
も
の

と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ（
９１
）
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
平
安
時
代
以
降
も
奈
良
仏
教
に

胚
胎
さ
れ
て
い
た
「
滅
罪
」
へ
の
指
向
が
連
綿
と
維
持
さ
れ
て
い
っ
た
こ
と
は

周
知
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
こ
の
原
動
力
と
は
何
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
密
教
が

果
た
せ
な
い
効
験
と
は
、
彼
岸
往
生
の
実
現
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
か
ら
、
現
報
へ

と
つ
な
が
る
「
滅
罪
」
と
は
区
別
さ
れ
る
、
も
う
ひ
と
つ
の
「
滅
罪
」
と
い
う

あ
り
よ
う
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く（
９２
）
る
。
奈
良
時
代
の
仏
教
と
造
像
が
か
か
え
る

こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
稿
を
あ
ら
た
め
て
論
じ
る
こ
と
に
し
た
い
。

以
上
、
悔
過
の
第
一
の
目
的
が
「
滅
罪
」
に
あ
る
と
い
う
こ
と
を
強
調
し
て

き
た
。
そ
の
理
由
は
、
称
名
悔
過
と
い
う
仏
像
と
直
接
向
き
合
う
祈
り
の
場
の
、

人
々
の
メ
ン
タ
リ
テ
ィ
に
思
い
を
馳
せ
る
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。
こ
の
祈
り
の

場
に
は
、
ま
ず
「
懺
悔
」
が
あ
る
。
そ
の
メ
ン
タ
リ
テ
ィ
を
前
提
と
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
、
こ
の
時
代
の
仏
像
の
表
現
は
よ
り
よ
く
理
解
で
き（
９３
）
る
。
従
来
、
仏

像
の
か
た
ち
は
、
像
自
身
の
力
の
表
現
と
し
て
説
明
さ
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た

よ
う
に
思
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
本
稿
で
論
じ
た
の
は
、
礼
拝
者
自
身
の
あ
り

よ
う
と
深
く
関
わ
る
像
の
表
現
で
あ
る
。
仏
像
の
表
現
と
は
そ
れ
へ
の
祈
り
と

い
う
個
別
な
場
を
前
提
と
し
て
理
解
す
べ
き
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
を
見
逃
し
た

ま
ま
で
説
明
で
き
る
も
の
で
は
な
い
と
考
え
て
い
る
。
こ
の
観
点
が
、
今
後
の

仏
像
研
究
に
お
い
て
十
分
に
議
論
さ
れ
る
こ
と
を
期
待
し
た（
９４
）い
。

【
注
】

（
１
）
筒
井
英
俊
「
二
月
堂
観
音
と
十
一
面
悔
過
」
『
東
大
寺
論
叢
』

国
書
刊
行
会

一
九
七
三
年
十
月
、
山
岸
常
人
「
東
大
寺
二
月
堂
の
創
建
と
紫
微
中
台
十
一
面
悔

過
所
」
『
南
都
仏
教
』
４５

一
九
八
〇
年
十
二
月
、
同
「
悔
過
か
ら
修
正
・
修
二

会
へ
―
平
安
時
代
前
期
悔
過
会
の
変
容
―
」
『
南
都
仏
教
』
５２

一
九
八
四
年
六

月
、
佐
藤
道
子
『
悔
過
会
と
芸
能
』

二
〇
〇
二
年
五
月

法
蔵
館
、
上
川
通
夫

「
神
身
離
脱
と
悔
過
儀
礼
」
『
ザ
・
グ
レ
イ
ト
ブ
ッ
ダ
・
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
論
集

第
三
号

カ
ミ
と
ほ
と
け
―
宗
教
文
化
と
そ
の
歴
史
的
基
盤
―
』

二
〇
〇
五
年

十
二
月

（
２
）
中
野
玄
三
「
悔
過
の
芸
術
」
『
悔
過
の
芸
術
―
仏
教
美
術
の
思
想
史
』

法
蔵
館

一
九
八
二
年
四
月

（
３
）
か
つ
て
論
者
は
、
神
護
寺
薬
師
如
来
像
を
論
じ
る
中
で
悔
過
の
問
題
に
考
察
を
加

え
た
こ
と
が
あ
る
（
拙
稿
「
神
護
寺
薬
師
如
来
像
の
位
相
―
平
安
時
代
初
期
の
山

と
薬
師
―
」
『
美
術
研
究
』
３５９
号

一
九
九
四
年
三
月
）。
本
稿
は
、
そ
れ
以
後
こ

の
問
題
に
つ
い
て
適
宜
考
え
て
き
た
こ
と
を
踏
ま
え
、
今
一
度
悔
過
と
仏
像
の
関

係
を
原
理
的
に
捉
え
直
そ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
と
り
あ
げ
る

個
々
の
像
に
つ
い
て
は
論
旨
に
関
わ
る
部
分
に
つ
い
て
の
み
言
及
す
る
こ
と
を
お

こ
と
わ
り
し
て
お
き
た
い
。

（
４
）
佐
藤
道
子
「
序
論

懺
悔
と
祈
願
の
法
会
」（
前
掲
注
１
同
氏
『
悔
過
会
と
芸
能
』

所
収
）

（
５
）
前
掲
注
１
山
岸
論
文
（
一
九
八
四
）

（
６
）
前
掲
注
１
筒
井
論
文

（
７
）
前
掲
注
４
佐
藤
道
子
論
文

（
８
）『
日
本
書
紀
』
皇
極
天
皇
元
年
（
六
四
二
）
七
月
戊
寅
（
廿
五
）
条
、
庚
辰
（
廿
七
）
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条

（
９
）
前
掲
注
４
佐
藤
道
子
論
文

（
１０
）『
大
正
新
修
大
蔵
経
』
１９－

４９３

（
１１
）
拙
稿
「
仏
像
の
意
味
と
上
代
の
世
界
観
―
内
と
外
の
意
識
を
中
心
に
」
『
講
座
日

本
美
術
史
』
第
三
巻

東
京
大
学
出
版
会

二
〇
〇
五
年
六
月

（
１２
）
大
正
蔵
１５－

１１８

（
１３
）
他
に
、『
長
阿
含
経
』
巻
第
二
十
、『
増
一
阿
含
経
』
巻
第
十
六
、『
雑
阿
含
経
』
巻

第
四
十
、『
大
智
度
論
』
巻
第
十
三
、
第
六
十
五
、『
梵
網
経
』
巻
下
に
も
説
か
れ

る
。
ま
た
、
こ
の
経
説
に
注
目
し
、
上
代
の
四
天
王
の
意
味
に
論
及
し
た
論
考
に
、

中
村
史
『
日
本
霊
異
記
と
唱
導
』（
三
禰
井
書
店

一
九
九
五
年
五
月
）、
北
條
勝

貴
「
日
本
的
中
華
国
家
の
創
出
と
確
約
的
宣
誓
儀
礼
の
展
開
―
天
平
期
律
令
国
家

を
再
検
討
す
る
視
点
と
し
て
―
」（『
仏
教
史
学
研
究
』
４２－

１

一
九
九
九
年
九

月
）
が
あ
る
。

（
１４
）
松
浦
正
昭
「
法
華
堂
天
平
美
術
新
論
」
『
南
都
仏
教
』
８２

二
〇
〇
二
年
十
二

月

（
１５
）
前
掲
注
１１
拙
稿

（
１６
）
松
浦
正
昭
『
日
本
の
美
術
』
�
４５５
「
飛
鳥
・
白
鳳
の
仏
像

古
代
仏
教
の
か
た

ち
」

二
〇
〇
四
年
四
月

（
１７
）
井
上
正
「
梵
天
立
像
・
帝
釈
天
立
像
」
『
奈
良
六
大
寺
大
観

第
十
巻

東
大
寺

二
』

岩
波
書
店

一
九
六
八
年
八
月

（
１８
）
稲
本
泰
生
「
東
大
寺
二
月
堂
本
尊
光
背
の
「
千
手
観
音
五
十
二
仏
図
」
―
奈
良
朝

仏
教
に
お
け
る
観
音
信
仰
と
『
華
厳
経
』「
入
法
界
品
」
解
釈
の
接
点
」
『
日
本
上

代
に
お
け
る
仏
像
の
荘
厳
』
研
究
成
果
報
告
書

二
〇
〇
三
年
三
月
、
同
「
東
大

寺
二
月
堂
本
尊
光
背
図
像
考
―
大
仏
蓮
弁
線
刻
図
を
参
照
し
て
」
『
鹿
園
雑
集
』

第
六
号

二
〇
〇
四
年
三
月

（
１９
）
大
正
蔵
２０－

１０５

（
２０
）
大
正
蔵
２０－

８３

（
２１
）
前
掲
注
４
佐
藤
道
子
論
文

（
２２
）
大
正
蔵
２０－

１５２
。
読
み
下
し
は
『
新
国
訳
大
蔵
経
⑫

密
教
部
２
』（
大
蔵
出
版

二
〇
〇
二
年
三
月
）
に
よ
る
。

（
２３
）
中
田
薫
「
起
請
文
雑
考
」
『
法
制
史
論
集
』
第
三
巻

岩
波
書
店

一
九
四
三
年

六
月

（
２４
）
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
前
掲
注
１３
北
條
論
文
が
詳
論
し
て
い
る
。

（
２５
）
定
方
晟
『
須
弥
山
と
極
楽
』

講
談
社
現
代
新
書

一
九
七
三
年
九
月

（
２６
）
大
正
蔵
１６－

４３０
ａ

（
２７
）
東
大
寺
法
華
堂
の
観
音
・
梵
天
・
帝
釈
・
四
天
王
・
執
金
剛
神
、
ま
た
は
梵
天
・

帝
釈
・
四
天
王
・
金
剛
力
士
と
い
う
組
み
合
わ
せ
の
典
拠
を
『
金
光
明
最
勝
王

経
』「
如
意
宝
珠
品
」
に
求
め
る
見
解
は
す
で
に
提
出
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
ぞ
れ
、

浅
井
和
春
「
法
華
堂
不
空
羂
索
観
音
像
の
成
立
」
『
日
本
美
術
全
集
４

東
大
寺

と
平
城
京
』

講
談
社

一
九
九
〇
年
、
前
掲
注
１４
松
浦
論
文
。

（
２８
）
前
掲
注
１４
松
浦
論
文

（
２９
）
西
大
寺
四
王
堂
に
お
い
て
、『
金
光
明
最
勝
王
経
』
に
依
る
こ
と
が
あ
き
ら
か
な
尊

像
が
、
筆
と
巻
子
を
執
る
広
目
天
を
含
む
四
天
王
と
併
置
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
類

似
し
た
事
情
を
示
そ
う
（『
西
大
寺
資
財
流
記
帳
』）。

（
３０
）
起
請
文
に
お
い
て
「
梵
天
・
帝
釈
・
四
天
王
」
が
定
型
化
さ
れ
た
仏
と
し
て
登
場

す
る
（
佐
藤
進
一
『
〔
新
版
〕
古
文
書
学
入
門
』

法
政
大
学
出
版
局

一
九
九
七

年
四
月
）
の
は
周
知
の
こ
と
だ
が
、
こ
の
よ
う
な
経
緯
を
見
れ
ば
そ
の
原
型
が
奈

良
時
代
に
形
成
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
ろ
う
。

（
３１
）『
大
智
度
論
』
巻
十
三
に
は
、「
復
次
此
六
斎
日
。
悪
鬼
害
人
悩
乱
一
切
。
若
所
在

丘
聚
郡
県
国
邑
。
有
持
斎
受
戒
行
善
人
者
。
以
此
因
縁
悪
鬼
遠
去
。
住
處
安
穏
。

以
是
故
六
日
持
斎
受
戒
得
福
増
多
。」（
大
正
蔵
２５－

１６０
）、
巻
六
十
五
に
は
、「
復

次
是
六
斎
日
是
悪
日
。
令
人
衰
凶
。
若
有
是
日
受
八
戒
持
斎
布
施
聴
法
。
是
時
諸

天
歓
喜
小
鬼
不
得
其
便
。
利
益
行
者
」（
大
正
蔵
２５－

５１６
）
と
あ
る
。

（
３２
）
こ
の
点
に
つ
い
て
は
す
で
に
前
掲
注
１１
の
拙
稿
で
ふ
れ
た
。

（
３３
）
以
下
読
み
下
し
は
『
新
日
本
古
典
文
学
大
系
』（
岩
波
書
店
）
に
よ
る
。

（
３４
）『
続
日
本
紀
』
天
平
十
五
年
（
七
四
三
）
十
月
十
五
日
条

（
３５
）
知
識
造
像
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
仏
像
を
め
ぐ
る
い
と
な
み
―
上
代
の
法
隆
寺
を

場
と
し
て
考
え
る
」（『
講
座
日
本
美
術
史
４

造
形
の
場
』

東
京
大
学
出
版
会

二
〇
〇
五
年
九
月
）
に
お
い
て
ふ
れ
た
。

（
３６
）
大
仏
に
よ
っ
て
罪
を
裁
断
さ
れ
た
橘
奈
良
麻
呂
は
、「
造
東
大
寺
、
人
民
苦
辛
」
と

し
て
こ
の
事
業
を
批
判
し
た
（『
続
日
本
紀
』
天
平
宝
字
元
年
七
月
庚
戌
条
）。
ま

た
、
県
犬
養
姉
女
ら
の
厭
魅
の
目
的
は
国
を
傾
け
る
こ
と
と
さ
れ
た
（『
続
日
本

紀
』
神
護
景
雲
三
年
五
月
丙
申
条
）。

（
３７
）
こ
の
観
点
に
つ
い
て
は
す
で
に
佐
藤
弘
夫
氏
が
言
及
し
て
い
る
。
氏
は
、
中
世
の

起
請
文
に
登
場
す
る
仏
が
、「
東
大
寺
大
仏
」「
石
山
観
音
」「
当
山
観
音
」「
当
所

不
動
明
王
」
な
ど
ど
い
ず
れ
も
具
体
的
な
像
と
し
て
あ
げ
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
着

目
し
、〈
救
う
神
〉
―
〈
怒
る
神
〉
／
本
地
―
垂
跡
よ
り
な
る
中
世
神
仏
の
コ
ス
モ

ロ
ジ
ー
を
析
出
し
た
（
佐
藤
弘
夫
『
神
・
仏
・
王
権
の
中
世
』
第
Ⅳ
部

法
蔵
館
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一
九
九
八
年
二
月
、
同
『
ア
マ
テ
ラ
ス
の
変
貌
』

法
蔵
館

二
〇
〇
〇
年
八
月
）。

慧
眼
と
い
う
べ
き
だ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
こ
こ
で
確
認
し
て
い
る
こ
と
は
、
そ

の
よ
う
な
神
仏
コ
ス
モ
ロ
ジ
ー
の
原
型
を
形
成
す
る
古
代
的
な
尊
像
観
で
あ
る
。

（
３８
）
津
田
勉
「
応
神
八
幡
神
の
成
立
年
代
及
び
そ
の
発
生
過
程
」『
神
道
宗
教
』
１７５

一

九
九
九
年
七
月

（
３９
）『
続
日
本
紀
』
天
平
勝
宝
元
年
（
七
四
九
）
十
二
月
丁
亥
条
「
豊
前
国
宇
佐
郡
に
坐

す
広
幡
の
八
幡
大
神
に
申
賜
へ
勅
り
た
ま
は
く
、
神
我
天
神
・
地
祇
を
率
ゐ
い
ざ

な
い
て
必
ず
成
し
奉
ら
む
。」

（
４０
）
拙
稿
「
神
像
成
立
に
関
わ
る
一
考
察
―
古
代
日
本
の
八
幡
神
―
」『
ザ
・
グ
レ
イ
ト

ブ
ッ
ダ
・
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
論
集

第
三
号

カ
ミ
と
ほ
と
け
―
宗
教
文
化
と
そ
の

歴
史
的
基
盤
―
』

二
〇
〇
五
年
十
二
月

（
４１
）
佐
藤
道
子
「
悔
過
法
要
の
形
式
」

前
掲
注
１
同
氏
『
悔
過
会
と
芸
能
』
所
収

（
４２
）
尊
別
悔
過
の
初
例
を
、「
阿
弥
陀
悔
過
資
財
帳
」（
大
日
本
古
文
書
５－

６７１
）
を
根

拠
に
、
阿
弥
陀
悔
過
と
す
る
見
解
も
あ
る
が
、
こ
の
文
書
中
最
古
の
年
紀
で
あ
る

天
平
十
三
年
（
七
四
一
）
三
月
は
「
阿
弥
陀
浄
土
変
一
鋪
」
の
造
作
年
で
あ
り
、

こ
れ
に
関
わ
る
法
会
を
阿
弥
陀
悔
過
と
す
る
の
は
、
巻
末
の
神
護
景
雲
元
年
（
七

六
七
）
八
月
三
十
日
の
年
紀
と
と
も
に
あ
る
「
右
悔
過
料
資
財
見
物
」
で
あ
る
こ

と
か
ら
、
こ
こ
で
は
そ
の
見
方
を
と
ら
な
い
。

（
４３
）
大
正
蔵
１４－

４０９

（
４４
）
前
掲
注
４１
佐
藤
論
文

（
４５
）
西
尾
正
仁
「
古
代
薬
師
信
仰
の
変
遷
―
仁
明
朝
を
中
心
と
し
て
―
」
『
御
影
史
学

論
集
』
９

一
九
八
四
年
十
月

（
４６
）
大
正
蔵
１４－

４０５
。
以
下
、
同
経
の
読
み
下
し
は
『
国
訳
一
切
経

経
集
部
１２
』（
大

東
出
版
社

一
九
三
二
年
三
月
）
に
よ
る
。

（
４７
）
渡
辺
宏
治
「
薬
師
経
受
容
に
つ
い
て
の
一
考
察
―
赦
記
事
と
の
関
連
を
中
心
に

―
」
『
人
文
論
究
』
２９－

３

一
九
八
九
年
十
二
月

（
４８
）
名
畑
崇
「
日
本
古
代
の
戒
律
受
容
―
善
珠
『
本
願
薬
師
経
鈔
』
を
め
ぐ
っ
て
―
」

『
論
集
奈
良
仏
教
３

奈
良
時
代
の
僧
侶
と
社
会
』

雄
山
閣

一
九
九
四
年
四

月

（
４９
）『
増
補
改
訂
日
本
大
蔵
経
』
第
９
巻
１５５
頁

（
５０
）『
続
日
本
後
紀
』
承
和
四
年
（
八
三
七
）
四
月
二
十
五
日
条

（
５１
）
前
掲
注
４８
名
畑
氏
論
文

（
５２
）『
続
日
本
後
紀
』
承
和
元
年
（
八
三
四
）
四
月
丙
戌
（
六
日
）
条
、
承
和
四
年
（
八

三
七
）
六
月
壬
子
（
廿
一
日
）
条
、
承
和
九
年
（
八
四
二
）
三
月
庚
戌
（
十
五
日
）

条
に
該
当
記
事
が
あ
る
。

（
５３
）『
続
日
本
後
紀
』
承
和
二
年
（
八
三
五
）
四
月
丁
丑
（
三
日
）
条
「
勅
曰
。
如
聞
。

諸
国
疫
癘
流
行
。
病
苦
者
衆
。
其
病
従
鬼
神
来
。
須
以
祈
祷
治
之
。
又
般
若
之
力

不
可
思
議
。
宜
令
十
五
大
寺
転
読
大
般
若
経
。
拯
夫
沈
病
兼
防
未
然
焉
。」

（
５４
）
前
掲
注
４１

佐
藤
論
文

（
５５
）
山
岸
常
人
氏
が
指
摘
す
る
「
経
典
転
読
型
法
要
」
に
悔
過
が
包
摂
さ
れ
て
い
る
事

例
に
つ
い
て
も
、
同
様
の
事
情
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
（
前
掲
注
１
山
岸
論
文

（
一
九
八
四
））。

（
５６
）『
続
日
本
後
紀
』
承
和
元
年
（
八
三
四
）
四
月
丙
戌
（
六
日
）
条
、
及
び
承
和
九
年

（
八
四
二
）
三
月
庚
戌
（
十
五
日
）
条

（
５７
）
拙
稿
「
み
ち
の
く
の
仏
像
―
造
形
と
風
土
」
『
東
北

そ
の
歴
史
と
文
化
を
探

る
』
東
北
大
学
出
版
会

二
〇
〇
六
年
三
月
。
ま
た
、
郡
寺
レ
ベ
ル
の
造
像
に
つ

い
て
は
、
拙
稿
「
楽
法
寺
蔵

観
音
菩
�
立
像
、
妙
法
寺
蔵

伝
阿
弥
陀
如
来
坐

像
・
伝
観
音
菩
�
立
像
・
伝
虚
空
蔵
菩
�
立
像
」（『
国
華
』
１３２６
号

二
〇
〇
六
年

四
月
）
に
お
い
て
も
言
及
し
た
。

（
５８
）
前
掲
注
３
拙
稿
、
及
び
拙
稿
「
神
護
寺
薬
師
如
来
像
再
論
」
『
朝
日
百
科
日
本
の

国
宝

別
冊

国
宝
と
歴
史
の
旅
３

神
護
寺
薬
師
如
来
像
の
世
界
』

朝
日
新

聞
社

一
九
九
九
年
十
二
月

（
５９
）
前
掲
注
４１
佐
藤
論
文
。
な
お
、
天
平
勝
宝
五
年
五
月
に
は
十
一
面
悔
過
所
か
ら
、

『
陀
羅
尼
集
経
』
一
部
、『
法
華
経
』
一
部
、『
十
一
面
経
』
二
巻
（
玄
奘
訳
）
が

奉
請
さ
れ
て
い
る
（「
写
経
奉
請
注
文
」『
大
日
本
古
文
書
』
１２－

４４０
）。

（
６０
）『
十
一
面
神
呪
心
経
』「
世
尊
よ
、
我
が
此
の
神
呪
に
大
威
力
有
り
。
若
し
誦
す
る

こ
と
一
遍
せ
ば
、
即
ち
能
く
四
根
本
罪
を
除
滅
し
、
及
び
五
無
間
を
し
て
余
り
有

る
こ
と
無
か
ら
し
む
。」

（
６１
）
大
正
蔵
２０－

４０２

（
６２
）
名
畑
崇
氏
は
、
陀
羅
尼
・
呪
を
誦
持
す
る
基
本
が
滅
罪
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た

上
で
、
そ
こ
か
ら
も
た
ら
さ
れ
る
功
能
を
整
理
し
て
い
る
（
名
畑
崇
「
奈
良
時
代

密
教
受
容
の
側
面
」
『
仏
教
史
学
会
三
十
周
年
記
念

仏
教
の
歴
史
と
文
化
』

一
九
八
〇
年
十
二
月
）。
ま
た
、
稲
本
泰
生
氏
も
こ
の
点
に
言
及
し
て
い
る
（「
奈

良
朝
古
密
教
の
前
史
に
関
す
る
覚
書
―
中
国
武
周
期
前
後
の
状
況
を
中
心
に
」

『
特
別
展

古
密
教

日
本
密
教
の
胎
動
』
図
録

奈
良
国
立
博
物
館

二
〇
〇

五
年
）。

（
６３
）
大
正
蔵
３９－

１００４

（
６４
）「
史
料
三

法
華
滅
罪
寺
縁
起
」（『
大
和
古
寺
大
観

第
五
巻

秋
篠
寺
・
法
華
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寺
・
海
龍
王
寺
・
不
退
寺
』

岩
波
書
店

一
九
七
八
年
三
月
）

東
大
寺
日
記
云
。（
中
略
）
当
寺
の
講
堂
に
安
置
し
た
て
ま
つ
る
十
一
面
観
音
の

像
ハ
本
願
の
き
さ
き
の
御
作
也
。
こ
の
像
も
と
頂
上
に
化
仏
お
は
し
ま
さ
す
。
住

侶
の
比
丘
尼
文
篋
房
不
審
を
な
す
と
こ
ろ
に
、
仁
治
四
年
六
月
十
二
日
、
同
法
の

比
丘
尼
釈
念
・
慈
念
同
時
に
夢
み
ら
く
。
十
一
面
の
御
厨
子
よ
り
ひ
か
り
を
は
な

た
せ
給
と
。
時
に
長
老
慈
善
比
丘
尼
に
む
か
ひ
た
て
ま
つ
り
て
二
人
な
か
ら
か
た

る
。
ふ
し
き
の
お
も
ひ
を
な
す
と
こ
ろ
に
、
文
篋
房
こ
の
像
の
御
前
に
て
観
音
講

を
お
こ
な
ひ
て
、
像
の
御
か
を
ゝ
見
あ
け
た
て
ま
つ
る
に
、
か
う
い
ろ
な
る
物
二

分
は
か
り
頂
上
に
お
い
ゝ
て
給
え
り
。
き
い
の
思
い
を
な
し
て
人
々
と
も
に
よ
く

�
�
見
た
て
ま
つ
れ
ハ
化
仏
に
て
お
は
し
ま
し
け
る
。
後
に
は
し
ろ
き
い
ろ
に
て

御
た
け
九
分
ハ
か
り
に
な
ら
せ
給
え
り
。
御
さ
う
か
ふ
具
足
し
給
て
、
諸
人
た
う

と
み
あ
ひ
て
ふ
れ
さ
ハ
り
た
て
ま
つ
る
。
後
に
十
一
面
の
左
右
の
御
か
を
の
か
け

に
か
く
れ
給
え
り
。
た
ひ
�
�
か
く
れ
さ
せ
給
。
そ
の
ゝ
ち
随
教
沙
彌
尼
に
本
願

御
託
宣
し
給
け
り
。

（
６５
）
拙
稿
「
山
形
宝
積
院
十
一
面
観
音
像
を
め
ぐ
っ
て
」
『
美
術
史
』
１２１

一
九
八
七

年
一
月

（
６６
）
拙
稿
「
作
品
解
説
（
宝
積
院
十
一
面
観
音
菩
�
立
像
）」
『
日
本
美
術
全
集

５

密
教
寺
院
と
仏
像
』
講
談
社

一
九
九
二
年
八
月

（
６７
）
奥
健
夫
「
如
来
の
髪
型
に
お
け
る
平
安
末
〜
鎌
倉
初
期
の
一
動
向
―
波
状
髪
の
使

用
を
め
ぐ
っ
て
―
」
『
仏
教
芸
術
』
２５６

二
〇
〇
一
年
五
月

（
６８
）
佐
藤
道
子
氏
に
よ
り
、
現
行
の
十
一
面
悔
過
に
お
い
て
、「
如
法
念
誦
」
が
経
説
に

忠
実
に
依
拠
し
て
い
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。（
前
掲
注
４１

佐
藤
論
文
）

（
６９
）
こ
の
表
現
に
つ
い
て
は
、
か
つ
て
、
拙
稿
「
初
期
観
経
変
相
図
に
お
け
る
来
迎
表

現
の
諸
相
」（『
一
般
研
究
（
Ａ
）
研
究
成
果
報
告
書

日
本
に
お
け
る
絵
画
・
彫

刻
・
工
芸
各
分
野
の
モ
チ
ー
フ
の
交
流
に
関
す
る
調
査
研
究
』
一
九
九
一
年
三

月
）
に
お
い
て
も
注
目
し
た
。

（
７０
）
井
上
一
稔
「
十
一
面
観
音
像
の
表
現
―
日
本
に
お
け
る
展
開
を
中
心
と
し
て
―
」

『
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
学
研
究
』
１１
「
観
音
菩
�
像
の
成
立
と
展
開
―
変
化
観
音
を
中

心
に
イ
ン
ド
か
ら
日
本
ま
で
―
」

二
〇
〇
一
年
三
月

（
７１
）
金
子
啓
明
・
岩
佐
光
晴
・
能
城
修
一
・
藤
井
智
之
「
日
本
古
代
に
お
け
る
木
彫
像

の
樹
種
と
用
材
観
―
七
・
八
世
紀
を
中
心
に
―
」
『
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
』
５５５

一
九

九
八
年
八
月
、
同
「
日
本
古
代
に
お
け
る
木
彫
像
の
樹
種
と
用
材
観
Ⅱ
―
八
・
九

世
紀
を
中
心
に
―
」
『
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
』
５８３

二
〇
〇
三
年

（
７２
）
鈴
木
喜
博
「
栢
木
像
と
檀
像
彫
刻
」
『
美
術
史
』
１０７

一
九
七
九
年
十
一
月

（
７３
）
像
高
四
七
・
六
㎝
の
三
重
県
白
山
町
（
津
市
）
十
一
面
観
音
像
（
図
２４
）
は
右
足

の
か
か
と
を
造
ら
ず
極
端
に
足
を
浮
か
せ
る
表
現
を
み
せ
る
（
図
２５
）。
こ
れ
も

動
き
を
意
図
し
た
表
現
と
み
て
よ
い
だ
ろ
う
。

（
７４
）
か
つ
て
井
上
正
氏
は
「
檀
像
」
の
「
霊
異
」
表
現
に
つ
い
て
精
力
的
に
論
じ
ら
れ

た
。『
日
本
の
美
術

�
２５３

檀
像
』（
至
文
堂

一
九
八
七
年
六
月
）
ほ
か
。
氏

が
檀
像
の
中
に
認
め
た
、「
風
動
表
現
」、「
霊
木
化
現
」、「
ゆ
が
み
」、「
未
完

成
」
な
ど
の
意
味
は
、
今
あ
ら
た
め
て
問
い
直
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
よ
う
に
思
う
。

氏
は
こ
れ
ら
を
像
自
身
の
力
を
示
す
「
霊
異
」
と
し
て
捉
え
た
が
、
本
稿
で
想
定

し
た
い
の
は
あ
く
ま
で
も
祈
り
に
応
え
る
「
霊
験
」
と
い
う
観
点
で
あ
る
。

（
７５
）
中
村
史
氏
は
、
こ
の
文
言
そ
の
も
の
が
『
儀
疏
』
に
由
来
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘

し
て
い
る
。
前
掲
注
１３
中
村
著
書

（
７６
）
こ
の
よ
う
な
構
造
は
念
仏
に
お
け
る
仏
像
の
役
割
と
共
通
す
る
。
法
然
上
人
絵
伝 図２４ 十一面観音立像

三重県白山町（津市）

図２５ 同像 右足のかかと
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（
知
恩
院
）
巻
三
十
七
に
描
か
れ
る
、
法
然
の
前
に
置
か
れ
た
像
は
念
仏
の
た
め

の
メ
デ
ィ
ア
と
し
て
あ
る
に
過
ぎ
ず
、
阿
弥
陀
三
尊
は
あ
く
ま
で
も
彼
岸
か
ら
到

来
す
る
。

（
７７
）
こ
の
「
七
尺
」
と
い
う
像
高
は
『
儀
疏
』
が
「
不
空
羂
索
経
」
を
引
き
な
が
ら
示

す
観
音
の
身
量
に
一
致
す
る
。
こ
こ
か
ら
、「
七
尺
」
が
十
一
面
観
音
像
の
身
量
と

し
て
意
識
さ
れ
た
可
能
性
が
生
じ
よ
う
。
一
尺
を
令
制
の
大
尺
の
三
〇
・
五
㎝
で

計
算
す
る
と
七
尺
は
二
一
三
・
五
㎝
と
な
る
が
、
十
一
面
観
音
像
の
作
例
に
は
、

こ
の
数
値
に
近
似
す
る
像
高
の
像
が
多
い
。
そ
れ
に
相
当
す
る
十
一
面
観
音
像
の

例
と
し
て
、
子
島
寺
像
二
〇
七
・
二
㎝
、
新
薬
師
寺
像
一
九
七
・
〇
㎝
、
相
応
峰

寺
像
二
〇
六
・
三
㎝
、
勝
常
寺
像
二
二
三
・
〇
㎝
な
ど
が
あ
げ
ら
れ
る
。

（
７８
）
長
谷
寺
十
一
面
観
音
像
は
、『
日
本
霊
異
記
』
下
巻
三
縁
に
「
泊
瀬
上
山
寺
」
像
と

し
て
、
ま
た
『
扶
桑
略
記
』
神
亀
四
年
（
七
二
七
）
条
に
十
一
面
観
世
音
菩
�
像

二
丈
六
尺
と
し
て
出
る
。
子
島
寺
十
一
面
観
音
像
は
『
延
暦
僧
録
』
長
岡
（
桓
武
）

天
皇
菩
�
伝
に
み
え
る
。
壺
坂
観
音
は
、
一
説
に
弘
仁
年
中
の
説
話
を
原
型
と
す

る
と
さ
れ
る
（『
日
本
歴
史
地
名
大
系
３０

奈
良
県
の
地
名
』

平
凡
社

一
九

八
一
年
六
月
）
が
成
立
時
期
は
未
詳
。

（
７９
）『
梁
塵
秘
抄
』
巻
第
二
（
後
白
河
法
皇
〈
一
一
二
七－

九
二
〉
撰
）

観
音
験
を
見
す
る
寺
、
清
水
石
山
長
谷
の
御
山
、
粉
河
近
江
な
る
彦
根
山
、
間
近

く
見
ゆ
る
は
六
角
堂
（
三
一
三
）

験
仏
の
尊
き
は
、
東
の
立
山

美
濃
な
る
谷
汲
の

彦
根
寺
、
志
賀
長
谷
石
山
清

水
、
都
に
間
近
き
六
角
堂
（
四
二
八
）

（
８０
）
梵
天
・
帝
釈
・
四
天
王
と
組
み
合
わ
さ
れ
る
尊
種
と
し
て
は
、
平
安
時
代
の
例
に
、

千
手
観
音
像
（
興
隆
寺
、『
三
代
実
録
』
貞
観
七
年
（
八
六
五
）
四
月
十
五
日
条
）、

丈
六
釈
迦
如
来
像
（
貞
観
寺
、『
三
代
実
録
』
貞
観
十
六
年
（
八
七
四
）
三
月
廿
三

日
条
）、
丈
六
釈
迦
如
来
像
・
一
丈
十
一
面
観
音
像
・
一
丈
金
剛
蔵
菩
�
像
（
比

叡
山
定
心
院
、『
山
門
堂
舎
記
』）
な
ど
が
あ
る
。

（
８１
）
仏
へ
の
「
懺
悔
」
が
「
滅
罪
」
へ
と
至
る
論
理
に
つ
い
て
は
、『
金
光
明
最
勝
王

経
』
の
場
合
を
例
に
、
壬
生
台
舜
氏
が
解
説
し
て
い
る
（「
解
題
」
『
仏
典
講
座
１３

金
光
明
経
』

大
蔵
出
版

一
九
八
七
年
八
月
）。

（
８２
）『
類
聚
三
代
格
』
巻
二

（
８３
）
イ
ン
ド
か
ら
日
本
へ
か
け
て
の
因
果
思
想
に
関
し
て
は
、
末
木
文
美
士
「
因
果
応

報
」（『
岩
波
講
座

日
本
文
学
と
仏
教

第
二
巻

因
果
』
岩
波
書
店

一
九
九

四
年
一
月
）
を
参
照
。

（
８４
）
前
掲
注
８１

壬
生
氏
著
書

（
８５
）
上
川
通
夫
「
国
分
寺
建
立
政
策
の
基
調
」
『
続
日
本
紀
研
究
』
２７４

一
九
九
一
年

四
月

（
８６
）『
続
日
本
後
紀
』
承
和
四
年
（
八
三
七
）
二
月
乙
未
（
二
日
）
条
「
令
人
主
安
穏
。

黎
庶
和
楽
。
不
如
十
一
面
大
悲
者
秘
密
神
呪
之
力
。
宣
普
告
五
畿
内
七
道
諸
国
。

請
浄
行
僧
七
口
於
国
分
寺
。
一
七
日
夜
薫
修
十
一
面
之
法
。」

（
８７
）『
続
日
本
紀
』
神
護
景
雲
元
年
（
七
六
七
）
正
月
己
未
（
八
日
）
条
「
各
於
国
分
金

光
明
寺
。
行
吉
祥
天
悔
過
之
法
。
因
此
功
徳
。
天
下
太
平
。
風
雨
順
時
。
五
穀
成

熟
。
兆
民
快
楽
。
十
方
有
情
。
同
霑
此
福
。」

（
８８
）『
類
聚
三
代
格
』
巻
三

（
８９
）
国
分
寺
四
天
王
像
の
機
能
の
ひ
と
つ
と
し
て
こ
の
「
罪
の
監
視
」
と
い
う
点
を
認

め
る
と
、
太
宰
府
四
天
王
寺
を
初
例
と
し
て
、
宝
亀
年
間
以
降
に
新
羅
の
脅
威
に

対
抗
し
て
諸
国
に
四
天
王
寺
が
建
立
さ
れ
て
ゆ
く
こ
と
の
意
味
も
明
瞭
と
な
ろ
う
。

つ
ま
り
、
当
初
国
内
の
秩
序
の
維
持
に
向
い
て
い
た
公
的
寺
院
の
機
能
が
、
対
外

的
な
関
係
の
中
に
再
編
さ
れ
て
ゆ
く
流
れ
が
認
め
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
四
天
王

像
自
体
の
意
味
も
こ
の
経
緯
の
中
で
変
容
し
て
ゆ
く
。
四
天
王
像
の
変
容
に
つ
い

て
は
、
前
掲
注
１１
拙
稿
、
注
５７
拙
稿
参
照
。

（
９０
）
こ
の
よ
う
に
み
た
と
き
、
国
分
寺
建
立
詔
に
は
「
現
報
」
に
相
当
し
な
い
願
意
が

述
べ
ら
れ
る
こ
と
が
問
題
と
な
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
願
文
の
第
六
・
七
条
に
、
元

正
天
皇
、
藤
原
宮
子
、
光
明
皇
后
な
ど
の
彼
岸
往
生
と
藤
原
不
比
等
、
橘
三
千
代

な
ど
の
故
人
の
冥
福
が
願
わ
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
こ
の
点
は
、

一
方
の
国
分
尼
寺
の
機
能
と
し
て
解
釈
で
き
る
可
能
性
が
あ
る
。
天
平
宝
字
三
年

（
七
五
九
）
の
金
版
銘
（『
大
和
志
料
』）
に
よ
り
、「
法
華
滅
罪
之
寺
」
の
寺
名
は

「
生
死
罪
」
を
滅
し
て
「
仏
の
知
見
に
入
る
」
た
め
の
も
の
だ
っ
た
こ
と
が
わ
か

る
。「
生
死
罪
」
と
は
生
死
を
繰
り
返
す
罪
で
あ
り
（
中
村
元
『
仏
教
語
辞
典
』）、

そ
れ
を
滅
し
て
「
仏
の
知
見
に
入
る
」
と
は
彼
岸
へ
の
往
生
を
指
し
て
い
る
。
別

稿
（
前
掲
注
３５
拙
稿
）
で
論
じ
た
と
お
り
、
追
善
仏
事
は
そ
の
主
体
者
自
身
の
往

生
を
も
祈
願
す
る
た
め
の
も
の
で
も
あ
る
か
ら
、
先
の
願
文
に
は
彼
岸
往
生
が
願

わ
れ
た
者
の
ほ
か
に
、
そ
の
願
を
発
し
た
主
体
者
で
あ
る
聖
武
天
皇
の
往
生
祈
願

も
含
意
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
天
平
宝
字
五
年
（
七
六
一
）
六
月
七
日
の

光
明
皇
后
一
周
忌
の
た
め
の
阿
弥
陀
三
尊
像
が
、
諸
国
国
分
尼
寺
に
造
立
さ
れ
た

（『
続
日
本
紀
』
天
平
宝
字
五
年
六
月
庚
申
（
七
日
）
条
）
こ
と
を
も
踏
ま
え
る
な

ら
ば
、「
法
華
滅
罪
」
の
場
と
さ
れ
た
国
分
尼
寺
は
、「
現
報
」
の
た
め
の
滅
罪
と

は
区
別
さ
れ
る
、
往
生
祈
願
の
た
め
の
滅
罪
の
場
と
し
て
構
想
さ
れ
た
こ
と
を
想

定
し
て
お
き
た
い
。
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（
９１
）
仏
教
思
想
史
上
に
お
い
て
空
海
の
密
教
が
果
た
し
た
転
換
に
つ
い
て
は
、
谷
口
美

樹
「
転
轍
機
と
し
て
の
空
海
―
真
言
密
教
世
界
へ
―
」（『
歴
史
と
方
法
１

日
本

史
に
お
け
る
公
と
私
』

一
九
九
六
年

青
木
書
店
）
を
参
照
の
こ
と
。

（
９２
）
前
掲
注
９０
参
照

（
９３
）
木
造
吉
祥
天
像
の
最
も
初
期

の
作
例
の
一
つ
で
あ
る
会
津

個
人
蔵
の
吉
祥
天
像
は
、
福

徳
神
に
は
ふ
さ
わ
し
く
な
い

厳
粛
な
表
情
を
見
せ
て
い
る

（
図
２６
）。
こ
の
例
な
ど
は
、

懺
悔
の
対
象
と
な
っ
た
吉
祥

天
の
あ
り
よ
う
を
示
す
も
の

だ
ろ
う
。
前
掲
注
５７
拙
稿
参

照
。

（
９４
）
す
で
に
井
上
一
稔
氏
は
、
唐
招
提
寺
薬
師
如
来
像
お
よ
び
二
�
の
不
空
羂
索
観
音

像
（
伝
衆
宝
王
菩
�
像
、
伝
獅
子
吼
菩
�
像
）
の
表
情
を
「
微
笑
相
」
と
し
て
捉

え
、
そ
れ
を
『
梵
網
経
』
が
説
く
、
仏
像
の
前
で
の
受
戒
、
布
�
な
ど
の
持
戒
行

為
に
お
い
て
期
待
さ
れ
た
「
好
相
」
の
一
部
を
な
し
、
こ
れ
ら
の
像
が
僧
侶
集
団

の
戒
律
生
活
を
維
持
す
る
上
で
欠
か
せ
な
い
仏
像
だ
っ
た
こ
と
を
説
い
た
（
井
上

一
稔
「
唐
招
提
寺
木
彫
群
の
宗
教
的
機
能
に
つ
い
て
」
『
仏
教
芸
術
』
２６１

二
〇

〇
二
年
三
月
）。
唐
招
提
寺
と
い
う
寺
院
の
性
格
と
も
即
応
す
る
こ
の
解
釈
は
、

木
彫
群
の
意
味
を
浮
き
彫
り
に
し
、
奈
良
時
代
後
半
に
お
け
る
仏
像
の
機
能
と
そ

の
受
容
者
の
二
面
に
わ
た
る
画
期
的
な
観
点
を
提
供
し
て
い
る
。
井
上
氏
の
議
論

の
う
ち
、
仏
像
の
機
能
を
持
戒
行
為
と
関
わ
ら
せ
て
解
釈
す
る
観
点
は
、
本
稿
の

関
心
と
深
く
関
わ
る
も
の
で
あ
り
、
こ
の
時
代
の
仏
像
の
意
味
を
考
え
る
上
で
の

不
可
欠
な
視
座
と
い
え
る
。
一
方
で
、
井
上
氏
も
あ
げ
る
と
お
り
、「
微
笑
相
」

（
煕
怡
）
は
千
手
観
音
経
典
、
不
空
羂
索
観
音
経
典
に
お
い
て
、
滅
罪
成
就
の
証

と
し
て
示
さ
れ
て
い
る
。
千
手
観
音
像
、
不
空
羂
索
観
音
像
の
奈
良
時
代
後
半
に

お
け
る
広
汎
な
分
布
を
考
慮
に
入
れ
る
と
、
こ
の
意
味
で
捉
え
ら
れ
る
観
音
像
の

受
容
者
は
僧
侶
に
留
ま
ら
な
い
よ
り
広
い
階
層
の
人
間
と
し
て
想
定
可
能
で
あ
る
。

井
上
氏
の
問
題
提
起
を
継
承
し
つ
つ
、「
微
笑
相
」
を
伴
う
観
音
像
の
受
容
者
に
つ

い
て
は
な
お
検
討
を
加
え
て
ゆ
く
べ
き
だ
ろ
う
。

﹇
付
記
﹈

本
稿
は
、
奈
良
国
立
博
物
館
特
別
展
「
古
密
教
」
に
ち
な
み
開
催
さ
れ
た
夏
季
講
座
で

の
講
演
「
悔
過
と
仏
像
」（
二
〇
〇
五
年
八
月
二
十
三
日

於
奈
良
女
子
大
学
）
の
発
表
原

稿
を
も
と
に
成
稿
し
た
も
の
で
あ
る
。
講
演
に
あ
た
っ
て
は
、
特
別
展
担
当
の
内
藤
栄
氏
、

谷
口
耕
生
氏
か
ら
、
ま
た
、
本
誌
掲
載
に
あ
た
っ
て
は
稲
本
泰
生
氏
か
ら
ご
高
配
を
得
た
。

編
集
担
当
の
吉
澤
悟
氏
に
は
種
々
の
ご
配
慮
を
い
た
だ
い
た
。
湯
山
賢
一
館
長
を
初
め
と

す
る
館
員
各
位
に
は
、
異
例
な
が
ら
も
拙
稿
の
本
誌
掲
載
を
お
認
め
い
た
だ
い
た
。
末
筆

な
が
ら
記
し
て
、
心
か
ら
御
礼
を
申
し
上
げ
た
い
。

【
図
版
出
典
】

図
１
『
日
本
美
術
全
集
２

法
隆
寺
か
ら
薬
師
寺
へ
』（
講
談
社

一
九
九
〇
年
十
月
）、

図
２
『
日
本
の
美
術
�
４５５
』（
前
掲
注
１６
参
照
）、
図
３
『
日
本
の
仏
像
大
百
科
４

天
』

（
ぎ
ょ
う
せ
い

一
九
九
一
年
三
月
）
、
図
５
『
日
本
上
代
に
お
け
る
仏
像
の
荘
厳
』
研
究

成
果
報
告
書
（
前
掲
注
１８
参
照
）、
図
６
・
７
・
１２
『
奈
良
六
大
寺
大
観

第
十
巻

東
大

寺
二
』（
前
掲
注
１７
参
照
）、
図
１５
『
朝
日
百
科
日
本
の
国
宝

別
冊

国
宝
と
歴
史
の
旅

３
』（
前
掲
注
５８
参
照
）、
図
１６
・
１８
『
大
和
古
寺
大
観

第
五
巻

秋
篠
寺
・
法
華
寺
・

海
龍
王
寺
・
不
退
寺
』（
前
掲
注
６４
参
照
）
、
図
１９
『
中
国
壁
画
全
集

敦
煌
６
盛
唐
』（
天

津
人
民
美
術
出
版
社

一
九
九
一
年
八
月
）

（
な
が
お
か

り
ゅ
う
さ
く

東
北
大
学
大
学
院
教
授
）

図２６ 吉祥天立像頭部 個人蔵

29 8 (2006)



奈
良
国
立
博
物
館
研
究
紀
要

鹿
園
雜
集

第
八
号

平
成
十
八
年
三
月
三
十
一
日
発
行

編
集
発
行

奈
良
国
立
博
物

館

〒
六
三
〇
‐
八
二
一
三

奈
良
市
登
大
路
町
五
〇
番
地

印

刷

株
式
会
社
天
理
時
報
社

天
理
市
稲
葉
町
八
〇
番
地

﹇
英
文
翻
訳
﹈

臼
井

祥
子



REPENTANCE AND BUDDHIST STATUES

NAGAOKA Ryusaku
Tohoku University

n Japan the term keka (repentance or the Buddhist ceremony for repentance regretting one’s wrong-
doing in the past) first appeared in an article dating to the seventh month of the first year of the
Empress Kogyoku’s reign (642) in the Chronicle of Japan (completed in 720). The meaning here

was similar to used as the term zange (penitence or regretting one’s past sins). According to a tra-
ditional study on this subject, the term keka included the meaning of kigan (prayer for the atone-
ment of one’s sins) when Keka-e (Buddhist ceremony for the confession of a person’s sins to the Bud-
dha in the hope of avoiding them) was established in the mid-8th century.

The Buddhist statues dedicated at the first Keka ceremony were Bosatsu (bodhisattva) and Shitenno
(guardian deities serving as the four cardinal kings; Dhrtrastra, Virudhaka, Virupaksa, and Vaisra-
vana). This combination revealed the basic form of the Keka Ceremony. First of all, as a prior con-
dition of the Keka ceremony, Shitenno have the roles of watching people on the earth to see if they
observe Buddhist precepts or not. The Buddhist scripture Shitenno-kyo records that the Shitenno’s
duty was to inform Taishaku-ten (Indra) about what they observed. The writing brush and hand-
scroll held by the statue of Komoku-ten (Virupaksa) symbolize his role to record what he observed.
The statue of Taishaku-ten holding a handscroll in the Hokkedo Hall, Todaiji Temple, Nara, is also
based on a description in the same document.

In ancient Japan, there was a long-standing tradition of religious observances in which people swore
oaths with Shinto and Buddhist deities as sacred guarantors. In the beginning, these sacred guar-
antors were the spirits of emperors, heavenly and earthly deities, but from the mid-eighth century,
they came to be replaced by Buddhist images, of which the central figures were Bonten (Brahmadeva),
Taishakuten (Indra) and Shitenno. This combination was also based on the sutra Konkomyo saisho-o
kyo (Suvarnaprabhasottamaraja.-sutre) , in which it was recorded that these deities would reward to
punish people according to their faith in this sutra.

The sharp eyes of Bonten , Taishakuten, and Shitenno statues at the Todaiji’s Hokkedo Hall seem
to indicate their roles of watchers. The Buddhist sculptors of the Tempyo period (729�749) fully un-
derstood the role of these deities and were successful in sublimating the marvelous expressions.

In addition, the seven�shaku (233.3 cm.) Kannon Bodhisattva statues, the copies of the Konkomyo
saisho-o kyo sutra scrolls dedicated in the seven-storied pagodas of kokubunji temples in provinces
throughout Japan, and the Great Buddha statue of Todaiji Temple, all of which were produced in
the mid-eighth century as national projects, reveal a similar function to the above-mentioned deities
and oaths. Emphasis is placed on the role of watchers to prevent any deviation from the project to
construct the statue of Great Buddha, which was regarded as endeavor of Buddhist devotees in the
society. The government accused the instigators of these national large-scale projects, from the con-
struction of kokubunji temples to the Great Buddha statue, as criminals or sinners against the Bud-
dhist faith. The deities described above relating to oaths also performed their guard duty against
this type of sin.
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In contrast with the role of the above-mentioned Buddhist statues for Keka ceremonies, there was
another group of Buddhist statues for Sonbetsu Keka (ceremonies for repentance for various Bud-
dhist images), in which ceremonies are individually named by each Buddhist image. A representa-
tive of this type was Yakushi Nyorai (Bhaisajya-guru), whose role was to accept a person’s repen-
tance for his or her sin of breaking the Buddhist precepts and to exonerate him or her. We can in-
terpret the statues of Yakushi Nyorai dedicated individually at kokubunji temples in all provinces
as fulfilling this function.

Another representative of this type was the statue of Juichimen Kannon (Eleven Headed Kannon:
Skt. Ekadasa-mukha avalokitesvara), which was believed to perform the role of atonement for sins of
the person chanting a mantra in front of it. An important function of this type of Kannon statue
was to fulfill the wishes of such prayers, i.e. wiping out a person’s sins through its miraculous vir-
tue. The miraculous virtue of statues of Juichimen Kannon was eagerly anticipated by people who
wanted to confirm the atonement of their sins. One was made conscious of Kannon’s miraculous
virtue through small movements of the statue or a voice from one of the ten small heads or images
on top of the statue. As seen in some extant statues of Kannon with a half-length small statue on
its head, this feature can be interpreted as the visualized virtue of Kannon in response to the expec
tations of the prayers. According to the Buddhist scripture associated with Juichimen Kannon
(Juichimen shinju shinkyo giki) , some statues of Kannon were made of white sandalwood in order to
express Kannon’s miraculous virtue. Thus we can understand that the plain, aromatic wood statues
of Juichimen Kannon were created in response to prayers’ expectations.

Thus Keka or Buddhist Ceremony for Repentance was performed in the hope of realizing people’s
wishes for the atonement of their sins. In the Buddhist concept on the law of cause and effect, good
effects cannot be obtained without good deeds. As a result, Buddhist atonement for sins was counted
strongly as a good deed to accomplish a person’s wish. Accordingly, Sonbetsu Keka, or the Repen-
tance Ceremony for Various Buddhist Images, should be interpreted as a form of zange or penitence.

Making prayers to Buddhist images is regarded as a habit of doing something good, and the mean-
ing of the expression of the images can be understood first through using the mentality of the prayers
as a premise.

iv
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